
長浜市通園バ ス利用要綱 新 旧対照表

1号 l第 3条醐

長浜市通図バス利用申込書

1号 (第 3条関係)

景浜市通錮パス利用申込警

隠受 繰

rl二    月    f]
年   月   日

√ィ浜市立
長浜市立 園長 様

所

名

話

住

氏

亀

保護者
e

所

ゑ

話

住

氏

電

保護者

下記のとおり、長浜市通匿lバ スを利用したいので申し込みます

2号 (第 4条関係)

長浜市こ匡lバ ス利用許可書

下記のとお り、長浜:'趣鰯1バ スを r'1'Hし たぃので中 し込みます

髭浜市立 liヽ
l

2号 鉾 4条関係)

長湊市通囲バスス11用 静可書

,々   テ〕   ロ

年   月   日
年   月   日

様

長浜市立 園長

｀
  年   月   日付けで申込みのあった長済市通十蓋lバ スの不」

用 について、下記のとおり詐可 します。

愛派市立 固奨

竿   テ千   日付:す で申込みtメⅢあらた髪浜蕪通lttlパ スのコ|

舜,こ ついて、下記のとおり瀞可します′

片li

新

園 名 長浜 市立 園

ふ  り が な

園児 名 (性 別 )
(男 ・女)

生 年 月 日 年  月  日 (溝  歳 児 )

乗 降 場 所

不J用 営月 間 年  月  日～ 年  月  日

緊 急 連 4宵 先

住  所

氏  名

勤務先名

電   話

脩 考 *利用に当たっては、長湧市通ロバス不げ月夢制を達守します

即 ″!

ふ り が な

l賀‖)と γ,(性 別)
("・ 女)

4よ   r,  月   FI f,  民  11(湛   歳児)

乗 降 場 所

11, チB '切  ‖il

緊 急 連 絡 先

住  所

氏  嘉

勤務先生

電  話

11 考 キ利lltW【 た́】てに 長派蔭通燥バ光arB要解を遵守tt士

午  ナl  fl～

十日
新

対象国児

ふ り が な

国 児 氏 名 (満  歳児 )

国 名 長済市立 国

乗 降 場 所

利 用 期 間 年 月 日～ 年 月 日

詐可条件

1 通園バス利用ホ千、月額 1,200円 を毎月末営 (そ の日が日曜日、■R召 日又は

国民の祝日に関する漱練 (昭 イH23年法律第 1夕8号)に規定する休日に該当

するときは、これらの日の翌日)に保奮料 と合オつせて徴収する。

2 通園バス内では安全を図ることを心かけ、乗務貫また
'よ

添乗目の指示に従

うこと。

3 バス停では他人の迷慈にならなぃよう気をつ,ア ること。

4 家庭から,ヽ ス停までの迷迎及び乗車、降車は保護きの責任におヽィ`て行うこ

と。また、決められた速迎時間を厳守すること。

5 通ロバスを利用しない日は、事前に申し出ること。

6 バス停以外の場所で乗降しなぃこと。

7 その他利用上必要な指示に反する行為ンしなぃこと。

紺象l理 児

ふ 少 が な

圏 児 氏 名 (瀧  歳児)

議

'

名 長浜市立 爾

乗 隆 場 所

オRf 用 期 FI再 午  )こ   Rヽ    年  月  日

】子可条件

1 返薇′く́くれ

'層

1や卜、月密距1,卵0 末瞬 (そ
`′

,nが ,曜 串 l・瞭命文イエ

lど 氏F)税 票に1妥lする法イ

'(lこ

れ 23年法律彿 17a l′ )ti規 定するl本 綺に,′
′/当

するとき,ま 、これら?口 の設4)1こ 供奮樹を合わせて徹収する、

2 通饉′`ス:れ ては安全を露ることを,心が1ナ 、栄鶴rえ また,,添 jttfl'′ 指示Iこ 従

うこと,

3 パス癖で離

'.入

つ基心にならない工う気をつけること。

4 家庭う'ら
パス伴まてのき逆担及ど災工、降車tl保 ,こ なの驚任tlおいて行うこ

と,埃た、洪めらオした送迎時碑Iを 輩守争

=る
こと,

Sf ttl鴨バスをll用 としない擦は、事前に中じイ爆る手を,

8 バス停以外イアl'浄所で乗陣しないこと,

7 その1と争I用 上必要な指示t反する作rあをしない二と,    __
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新 I日

様式第3号 (第 5条聞Ю
長浜市通匡lバ ス利用中止届

長浜市立 回長 様

保護者氏名

下記のとおり、長済市通園バスのボJ用 を中止しますので届け出ます

回 名 (組 名 ) 長浜市立 園 ( 組 )

ふ  り が  な

園児名 (性別 )

′(男・女)

乗 路 場 所

利 用 中 止 日 年   月   日

脩 考

様式第3号 (第 5条閣Ю

長浜市通園パス利用中止届

長浜市立 鐵授 様

暴離すi氏卑l ◎
一

T誕 (ア)と おり、長浜市通層建バスの利月,を中止し喜すの(屈け出ます。

鰯 名 (奪屋名 , 長浪市立 Ittl( 縦〉

ふ り が な

隠妃名 (性 μl)
(男・女)

乗 降 場 所

争,,ll中 1と Π 午   月   母

紺 考
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条例・教育委員会規則等の制定・改廃に関する概要説明書

担  当 :幼児課

議案番号 :第 15号
件  名 :長浜市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則の一部改正につい

て

第 1

1

1第 2

1

提出理由

幼稚園預かり保育における利用の可否や優先度を判断する保育の必要性については、

保育所等の認定基準を基にしているがヽそのうちの「育児体業継続」要件は、要件切

れで退園となることを防ぐための措置である。幼稚園では、当該要件がなくとも還園

とはならず(通常の9時から14時の保育時間での利用ができることから、当該要件

を削除するもの。

2 定員について、園の規模等を踏まえ、別途定めることとするための改正を行うもの。

要点                 ‐

第 2条に育休継続要件を除外するただ し書きを加える。

2 第 5条の定員の規定を改める

第3 施行期日  ヽ

令和 3年 4月 1日 から施行する。
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議案第 15号

長浜市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則の一部改正について

長浜市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則の一部を改正する規則を次のよ

うに制定することについて、委員会の議決を求める。    |

令和 3年 3月 29日提 出

長浜市教育長 板山 英信

長浜市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則の一部を改正する

規則

長浜市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則 (令和 2年長浜市教育委員会規

則第 7号)の一部を次のように改正する。

第 2条に次のただし書を加える。

ただし、子ども,子育て支援法施行規則 (平成26年内閣府令第44号)第 1条の5第 9

号に該当するものは除く6                 +
第 5条中 「幼稚園 1園 につき 1日 当た り15人 とする」を 「別に定める」に改め、ただ し

書きを削る。

附 則

この規則は、令和 3年 4月 1日 から施行する。

H
H

目
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長浜市立幼稚 園にお ける預か り保育の実施 に関す る規則 新 旧対照表

新 1日

鱒

第2条 預かり保育を利用することができる子どもは、長浜市立学校の設置等に関する

条例 (判戎18年長浜市条例第184〕 第5条に規定する幼稚園 (長浜南認定こども園

は除く。)に在園する園児であって、子ども・子育て支援法 ぐ判碗階年法律第65〕

第19条第1項第2号に該当するものとする。ただし、子ども・子育て支援法施行規則

御戦邪年内醐船 第坐号)の第1条の5第 9号に該当するものは除く。

(定員l

第5条 預かり保育の定員は、別に定める。

∞

第2条 預かり保育を利用することができる子どもは、長浜市立学校の設置等に関する

条例 (平成18年長浜市条例第184動 第5条に規定する幼稚園 (長浜南認定こども園

は除く。)に在園する園児であつて、子ども。子育て支援法 (勒挙辞酵彬部54∋

第19条第1項第2号に該当するものとする。

(定員l

第5条 預かり保育の定員は、幼稚同1園につき1日当たり15人とする。ただし、特別
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条例中教育委員会規貝J等の制定 。改廃に関する概要説明書

担  当 :幼児課     .
議案番号 :第 16号
件  名 :長浜市幼稚園給食費の一部負担に関する要綱の一部改正について

第 1 提出理由

幼稚園の給食費については、現在給食会に直接納付されているが、令和 3年度から
の公会計化により、市が直接収納することとなる。これに伴い、目J食費の無償化等に

よる減額分として、給食会へ支弁している負担金が不要となることから、要綱による

規定を削除するもの。                    _

第2 要ッ点    :
1 現在の第3条の給食会への負担の条文を削除する。
2 第4条を第3条へ改める。

第 3 施行期 日

令不日3年 4月 1日 から施行する。

督
騨

E
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議案第 16号

長浜市幼稚園給食費の一部負担に関する要綱の一部改正について

長浜市幼稚園給食費の一部負担に関する要綱の一部を次のように改正することについて、

委員会の議決を求める。

令和 3年 3月 29日提 出

長浜市教育長 板山 英信

長浜市幼稚園給食費の下部負担に関する要綱 (令和元年長浜市教育委員会告示第18号 )

の一部を次のように改正する。

第3条を削り、第4条を第3条 とする。              !
附 則

この要綱は、令和 3年 4月 1日 から施行する。
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長浜市イ
功稚園給食費の一部負担に関する要綱 新旧対照表

】

新 I   I日

硝叫鋳

(枷  ド

第3条 この要綱に規定するもののほ力ゝ 必要な騨輿まヾ 別に定める。

第3条

第13条第4項第3号イ及び口に規定する者の副食費の額は、市か淮調学鞍給食会から

の講求に基づき支払う.ものとする。

(その10                      .
第4条 この要綱に規定するもののは力＼必要′ょ`鞭 lよ、月叫碇 める。

:

言
E

目

←
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条例 。教育委員会規則等の制定。改廃に関する概要説明書

担  当 :すこやか教育推進課

議案番号 :第 17号
件  名 :長浜市就学援助費及び入学前応援金給付要綱の一部改正について

第 1 晃出理由

平成 30年度の生活保護基準見直しの影響への対応、市民の利便性の向上と事務の

効率化を図るための「押印等の見直し」及び学校給食費の公会計化に伴い、関連する

文言及び様式を改正するもの。

第 2 要点

審査基準時に用いる係数の改正 (第 4条第 1項第 2号)

平成30年度の生活保護基準見直しに対応するため、経過措置とし令和元年度よ

り3か年にかけて係数の引き上げを行うもの。

係数の引き上げは、今回の改正で最後となります。

1

年度 審査時に用いる係数

令和元年度 1。 31(改 正済)

令和 2年度 1.33(改 正済)

令和 3年度 1.35(今 回改正分)

2

3

押印の見直しによる様式の改正 (様式第 1号、様式第 2号 )

押印の見直しに伴い、申請書で押印を求めている部分にあいて削除し、署名を必

要とする旨の文言等を追加し改正するもの。

学校給食費の公会計化に伴う文言等の改正 (第 9条第5項、様式第1号 )

就学援助費の学校給食費は、令不F3年度からの学校給食費の公会計化に伴い、教

育委員会から直接市へ代理納付を行うため、関連する文言を改
=す

るもの。

第 3 施行期 日

令不日3年 4月 1日 から施行する。
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議案第 17号

長浜市就学援助費及び入学前応援金給付要綱の一部改正について

長浜市就学援助費及び入学前応援金給付要綱のす部を次のょうに改正することについて、

委員会の議決を求める。

令和 3年 3月 29日提出

長浜市教育委員会 教育長 板山 英信

長浜市就学援助費及び入学前応援金給付要綱 (平成18年長浜市毅育委員会告示第 5号 )

の一部を次のように改正する。                 「

第4条第 1項第 2号イ中「1.33」 を「1.35」 に改める。
・         |

第 9条第 5項本文中「原則として学校給食を供給する学校給食会に直接支払うものとす

る。ただし、やむを得ず個人負担として支払つた学校給食費は保護者に給付することがで

きる」を「保護者の同意を得て、教育委員会が市入代理納付する」に改める。

様式第 1号及び様式第 2号を次のように改める。          ,

‘
一
　

一
　

一　
　
ド
一

，
　

　

　

一
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様式第 1号 (第 5条関係 )

年度  就 学 援助 貴 受給 申請 書

裏 面 も 必 ず 記 入 し て く だ 書 帝｀

長浜市数吉委員会あて

下記の理由により就学揺月古を申請します 年  月  日

受付相

申
請
者

保
護
者

住  所

T

長浜市

電話番号

自宅

携帯

ぶりね`な 生年月日 年 齢 勤務先等

氏  名

(署名〕
歳

対

象

児

童

生

徒

氏 名 (ふりがな〕
申 請 者
との続柄

生年月日 年 齢 学1交名 学 年

歳 学校 年

歳 学校 年

歳 学校 年

歳 学1交 年

歳 学校 年

そ

の

他

同

生

計

の

家

族

以下に上記対象児童生徒以外で、申請者雄 計∃同一liている家族(配偶者や子ども、父母等〕σデ情報を記入して

くださいH世帯分離していて与、申請時点で扶委関係にある場合や、食貴・水道光熱受などの生活受をともにしている

場合l主記入が必要です。同一世帯ても、生活費を勢けている場合は記入不要です日

氏 名 (ふり角tな〕
申 講 者
との続柄

生年月日 年 齢 勤務先または学校・学年

歳

歳

歳

歳

歳

申
請
理
由

(援助を必要とする理由とわかVやす(詳しく記入してくだきい口)

承   詰   書

1.私 (申請着)は、長浜市の就学援助制度の申請のため、■記「こ記奪£する家族全員の住民基本台帳及ぴ所得 .課税情報につい

て、長浜市教育委員会が間覧することを承諾しますロ

2.私 (申請者)は、学校散収金(救材費等)につしヽて未袖が生にた場合、もしぐま未津代が生じることが確実な場合は、就学子涯助貴『 )

請求、受領〔返市内、学校徴鷲又金の支払いに関する権限を、児童生徒が在籍する学校長に委柱することを承諾します。

3.私 (申請者)は、就学援助費における学校船食費を長浜市教育委員会が市イヽ代理市内付するこたに同意しますロ

年   月   日  、

申請着氏名(署ユ名〕

長浜市教膏委員会鹿,て
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回 就学援助費は下記口座に振込みを希望します.なお、振込みをもって就学擬月古費を受領したものとします。

銀  行

信用金庫

農  脇

店

預金

種目

普通

当座

日座
番号

ふ りが な

通行ヨーギ〔金融機関ヨ‐ギ ) 支店ヨード〔浩番)

口座名義

t 住屠の状況 前年度就学揺日古状況

持ち蒙  ・ アパート‐借奈(京賃月額 円〕 受けていた 。 受けていない

X振込情報については、正確に記入し、

☆日座情報l_変更ittt盗上 場合1と、速や|れ にヽ報舘 て韓塔い磯振込不育とユ却支争口とて嗜な∝碑ます.

備  考  欄

<記入上の注意>                 ′      ′

iこα)申 請書は、世帯につき司枚蛤 ります(対象児童‐生徒が2入以上α)場合l土まとめて申請ヒ、一番年土りお子さん角tおら

れる学1査へ提出してください〕ロ

2.添付書類は、次の書類を承付してく売埜い。

①軽月古受の口座振込みをご希望の場合,ま、金融機関‐店名・口座番号‐口座名義人角ぐ確認できる通帳またはキャッシュカ

ードのコピー

②   年1月 司日現在、長浜市に住所がなかつた人は、   年中の所得を確認できる書類 (コピーてeも可〕

0住まいが持ち蒙でない場合は、家賃額角キわかるも0(契約書
『

Jコピーなど〕
X契約書のコピユなどの添付角〈困難な場合は、「家賃‐間代証明書」を添付してくださいH

O会社の倒産、事業の開鎖、家庭事情の変動により、所得が著しく洒つた場合やくy粛気等により、世帯の支出が薯しく増えた

場合l章、それ角帯わかるもσ)(離聴票や給与明細書の写しなど〕

この場合、就学揺月古費ゐ葉千コ▲認定に関して、長浜市教育委員会が担当地区民生委員へ問い合わせること角|ありますH

3.氏名を署名 押印を省略することができます。

※ 担 当地区民生委員意見組

民生委員氏お(署娼〕

□ 就学援助費は学1査 口座に振込ネ(学校長萎任〕を希望しますE

萎  任  状

長浜市から受ける就学援Л古登について、その話求、受領、返納、学1交徴収金 (数材費等)の支払いに関する権限を、児童

生徒角t在籍する学校長に萎任します。  ヽ

年   月

申請者氏名 (署名〕

日

長浜市立攣横長あて
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様式第 2号 (第 5条関係)

年度 入学前応援金受補申請書

裏 面 も 必 ず 記 入 し て く だ さ い ロ

下記の理由により入学前応揺金を申請しますと

長浜市数百委員会あて

年   月   日

自宅住  所

年 齢 勤務先等生年月日ふりがな

歳

申
請
者
（保
護
者
）

氏  名

(署名〕

学 年年 齢 学校名者
生年月日氏 名(ふり掩tな〕

17年歳

1‐ 7年学校歳

¬‐7年学校歳

入

学

予

定

着

以下に上記入学予定者以外で、申請者雄 計を同一にしている家族(配結 や子ども、

ださい。世帯ぢ)冑饉していてもヽ 申請時点で扶曇関係におる場合や、食費‐水道光熱負などの生活費をともにしている場

ですE同一世帯葛 、生活費を分「すている場合ldi記入不要です。

父母等3の[情報を記入してく

合「よ記入角く必要

年 齢
者

柄
請

生年月日氏 名(ふり角帯な〕

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

そ

の

他

同

一
生

計

の

家

族

申
請
理
由

1,私 (申請者〕は、長浜市の入学前応援金の申請のため、上記に記載す

について、長浜市数曹委員会が閲覧することを試諾します。                      '|

2.私 (申請者〕は、  年3月末日までに長浜市から転出したとき、ま■は入学予定者が  年4月 呼滋賀県内国公立の

小学校、中学i交、義務教育学校に入学しなかったときまたぃ義務数昔学校後期課程1年 目に進級しなかつたときは、支給

された入学前応援金を返還することに同意し吉すロ
'    ,       

年   月  日

申請着氏名(署名〕

員の住民基本台中長及ぴ所得・課税情報
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□ 入学前応揺金は下記口座に!原込みを希望します珂なお、1辰 込みをもって入学応擬金を受領したものとします。

預金
種目

普通

当座

口座
番号

銀  行

信用金障

農  協

店

ふ りが な

歯抒ヨーギ〔金融機閥ヨード) 支店ヨード〔店番〕
口座名轟

住居の状況 年度就学揺趾状況

持ち家 ・ アパード借豪(家賃月額 受けていた ・ 受けていない

X振込情報については、正確に記入し、

★口塵1暦報l_変更があ批 場合雄、速やかに報社 て寸_―強いぃ振込不能H翔支給雄 暮協∋ます中

備  考  欄

く記入上の注意>
1.こ口)申請書l」i、 世帯につき1枚となります(入学予定着角12人以上の場合l土吉といて申請し、長浜市数青委員会事務局すこ

やか数百推進課まで提出してくださとヽ〕ロ

3.添付書類は、次の書類を添付してく送きい.

①応援金振込先回座の金融機関 店培 口座番号 甲座名義人が確認できる遇帳またはキャッシュカードのコピー

②
l 

年1昂 1日 現在、旱浜市に住所角tなかった人は、   年中の所得を確認できる書類(コピーでも可〕

③住まい角→持ち蕪でない場合は、家賃額拘tわかるもの(契約書のコピーなど〕    !
X契約書のコピーな酌 添付角#困難な場合Iよ、「家賃・間代証明書」を添付してください。

D会社の倒産、事業の閉鎖、家庭事情の変動により、所得角キ著しく減つた場合ゃ、病気等により、世帯の支出が著しくよ曽えた

場合lよ、それ角1わ角ヽるもの(離胃験案や給与明組善の写しなど〕

この場合、入学応揺金の受給認定に関して、長浜市教育萎員会が担当地区民生委員へ問い合わせること角tありますロ

4.氏名を署名した場合、押印を省略すること角■〔tきます。

民生萎員氏名 (署名〕
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附 則

この要綱は、令和 3年 4月 1日 から施行する。
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新

長浜市就学援助費及び入学前応援金給付要綱の一部改正

簡 的

第4条 援助費の給付対象者は、児童又は生徒の保護者で、長浜詢為に住所を有し、次
の各号いずれ力ヽこ該当するものとする。

(1)lttl
(2)準要保護者 次のアからウまでのいずれ力寸こ該当し、要保護者に準ずる程度に

困窮していると教育委員会が認める者       :
ア  l略)                             ・

イ ア以外の者で、世― の前年の総販跡約勃 らヽ必要経費を糊珠した額 (給与所

得の場合は、所得税法 (H寄日40年法律第脇暑)男 ll表第5の付表を準用したときの

給与控除後の給与等の金額とする。以下 り袢路も という。)が、生活保護法に

よる保護の基準 (昭和38年厚生省告示第158号、以下「生活保護基準」とい

う。)に定める基準生活費及び教育狭助の額 (援助費給付年度の4月 1日現在で

算出するものとする。)の合計額を年額に換算し135を乗じて得た額 (住居を有
じない場合は、生活保護基準の住宅扶助の年額を限度として、家賃・間代を加算

する。)以下である世常の者

ウ  lttl

2   1ttl

徽 寸脚

第9条  lttl
2～ 4 1ttl
5 学校給食費に係る援助費については、保護者の同意を得て、教育委員会が市へ代理

納付するものとする。

(略l

様式第1号 (第 5条聞Ю

年度 就学鶴助費 員給 申請書

第4条 援助費の給付対象者は、児童又は生徒の保護者で、長浜市内に住所を有し、次
の各号いずイ功 こヽ該当するものとする。

(1)lttl
(2)準要保護者 次のアからウまでのいずれ力Wこ該当し、要保護者に準ずる程度に

困窮していると教育委員会が認める者
ア (略l

イ ア以外の者で、世滞全員の前年の総収入額から必要経費を控除した額 (給与所

得の場合は、所得税法 (昭和40年法律第絣〕 別表第5の付表を判羽したときの

給与控除後の給与等の金額とする。以下 り搾路もという。)が、生活保護法に

よる保護の基準 (昭和38年厚生省告示第158号、以下「生活保護基準」とい

う。)に定める基準生活費及び教育扶助の額 (援助費給付年度の4月 1日現在で

算出するものとする。)の合計額を年額に換算し1.33を乗じて得た額 lイ主居を有

しない場合は、生活保護基準の住宅扶助の年額を限度として、家質。関代を加算

する。)以下である世常の者

ウ (略 l

2   1ttl

(呻
第9条  (略l

2～ 4 1ttl
5 鱒 に係る援助費については、原則として雛 を供給する学機給健餌こ

直接支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担として支払つた学校給食費は保

護者t諭飴けることができるものとす乱
6   1ttl

様式第1号 l第 5条関係)

年度 就学援助費 棄船 申請書

6

」
彗合は記入S嵯要ti同一世帝でヽ ■′お費

=,け
ている場合は:E入不要です

(筆班を必要とする理〔btわか1,やす(部X密入してΥさい )

2■ (o笛者)は、挙故像l▼金(微 ■■ 学t給喪受等)について末納石`キした将合 しヽぐよ茅れ 角(4し ここれ藍 英な場

そ

の

他

爵

一

■

計

の

要

族

3■ (■ 蟄彗)依 読争矮〔ケ

'質

における
'強 'さ

強盛せ長】ヽ市It葺 套A会 む靖 へfヽ穏

"付

する磁 f=〔罰なします
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口直名露

良浜市0し凝ける盛学観崩費「こついて、その請求 貫範 と0、 学技徴破  (よ材費、学雲裕査費等)の｀

'仏
tW襲する

X と当地盛民生委員意見権

②   年1月 1白 現
=長

浜市に住所れrかつナ‐人1ヽ   ⅢⅢの所得を鷺藤‐きる議瀬(‐́  → 可)

ottntttO口 塵俵Aみを_希望σ,4合は、登融機関 店名 a産番号 口座名墨人がは,できるこ楓またはキャッシュカ

O住芋い01持 ち募■れ 1ヽ9合 fヽ 雲貫額かtわぶるもの(望約魯の」じ なD
さく契約eのコと″ なとの漬,が□電な場首よ fな質 ml(11モ 明書J春沐社してく′冬し、

O会社のmE、 耳表の翻嵐 奈盛事,膏σサミ衰いニユ吹所母がこじく
'露

つた場合や 消気コこより、世常の主出方電しく呟 た

X 担 当地 区民生套 員 憲 民籠

新 十日

様式第2号 (第 5条関係)

年度 入学前応援金受給申請書

どき,、 世帝分離 ていても、申藤時点で兵泰関睡にこⅢ場合や

そ

の

他

目

一
生

訃

の

家

族

様式第2号 l第 5条闘め

年度 入学前応援金愛綸申請書

馨

合は己λ力(必要です 周―世帝でも とお薇きン)ナてい型場白よ轟λ不要です
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新 1日

キ子]連耐報に葦
=が

るoとR舘、

1この申癖コと、世却こつきヽ 装ロコヨ
`す

(^学 ,t雪が2メ以 上の場奇よまとめていれ 、長兵市嶺育曇良会
=Bj局

すこ

やか機育催選際
=■

観苗してくださ(ヽ ,

襲

③住まtヽ nt持ち章でい 埒ヽaヽ 車質霞ntわ れヽるもの(契約,のコピ‐ と̀l

X契約彗のコピ オと′の添,お l国魁な場剖と、「章買輌代証らHeJき添付してく,さ ιヽ

場合は それサ〕tわかるこの(単職票や
`占

与]努細きの写(ジトと′l

銀
伽
農
一

ロ サヽ学市心鎮0は下霊匈盛_壕送みを■望しまi容丙 観込みを|つて入摯心観査を受軽 たも
`,と

します

暇慕:学

②  年1月 1口 現在 長看市にlと所がなれヽった人は   年中の所得を確ユできる,類 (⊃ピーでも可)

X望々

'と

のコピーなどの暴イ十力l田ほな
'酵

白よ、「
=資

RE代種l'q書 Jを示仕してくチ】とし、

O套なの働〕と、事崇叫期磁求盛専情の交Шこより所得ね(碧しく驚つ′́場合や湾気尊1こより、世令の支山ね弯lく いぇた
場合は それぬ「十,れ oヽしの(贈珀戻や給与明l口 ,の写しなど)   ′

X 担当地区民生螢員逮貫籠

晨■套真(を

霧

:

醤

一
一

一

一
〓
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条例 。教育委員会規則等の制定。改廃に関する概要説明書

担  当 :すこやか教育推進課

議案番号 :第 18号
件  名 :長浜市特別支援教育就学奨励費給付要綱の一部改正について

第 1 提出理由
｀   市民ゐ利便性の向上と事務の効率化を図るための「押印等の見直し」及び学校給食

.費の公会計化等に伴い、関連する文言及び様式を改正するもの。

第 2 要ザ煮

押印の見直 しによる様式の改正 (様式第 1号 )

押印の見直 しに伴い、申請書で押印を求めている部分について削除し、署名を必

要 とする旨の文言等を追加 し改正するもの。

1

学校給食費の公会計化に伴う文言等の改正 (第 9条第 5項、様式第 1号 )

特別支援教育就学奨励費の学校給食費は、令和 3年度からの学校給食費の公会計

化に伴い、教育委員会から直接市へ代理納付を行うため、関連する文言を改正する

もの。

3 個人別支給明細書 (様式第4号)の追加項目の改正 (様式第4号 )

下記の費目を支給明細書に追加し改正するもの。

通学費、体育実技用具費、拡大教材費 
―

第 3 施行期 日    一

令和 3年 4月 1日 から施行する。

2
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議案第 18号

長浜市特別支援教育就学奨励費給付要綱の一部改正について

長浜市特別支援教育就学奨励費給付要綱の一部を次のように改正することについて、委

員会の議決を求めるも

令和 3年 3月 29日提出

長浜市教育委員会 教育長 板山 英信

長浜市特別支援教育就学奨励費給付要綱 (平成18年長浜市教育委員会告示第 6号)の一

部を次のように改正する。

第 9条第 5項本文中「原則として学校給食を供給する学校給食会に直接支払うものとす

る。ただし、やむを得ず個人負担として支払つた学校給食費は保護者に給付することがで

きる」を「保護者の同意を得て、委員会が市へ代理納付する」に改める。

様式第 1号及び様式第 4号を次のように改める。

営
騨
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様式第 1号 (第 5条関係 )

年度 特別支援教育就学奨励費受給申請書

く記入上い注意>
1.「 その他の家族」欄Iま、生計を一つにする方口}み記入して韓埜いぎ同困されていても、空計ぬ胡Tであれば記入は不要です。

2.添付書類 l」こ、次の書類を添付してくナ始い。              .
‐  年中0〕所得たくわかる書類(源泉徴耳ヌ票や所得(課下見〕証明書などl

3.氏名各署名した場合
'ま

、押印を省略すること角←CtきますH

長浜市教育委員会あて

下記のとおり特月T支援数百就学奨励費受千ョ
ム
を申話します。 年   月   日

学技収受印

申
請
者

保
護
者

住  所

T

長 浜 市

電話番号

自宅

携帯

ふり角1志 生年月日 年 由令 勤務先等

氏  名

(署名〕
歳

対

象

児

童

生

徒

氏 名(ふりがな〕
甲 語 君

との続柄
生年月日 年 齢 学校名 学 年

歳 学校 年

歳 学校
′
年

歳 学校 年

歳 学校 年

歳 学校 年

そ

の

他

同

生

計

の

索

族

以下に上記対象児童生徒以外で、申講者姓 計劉同一I土てし`る家族の情幸風を記入して韓勢いコ

世帯勢自饉していても、申請時点で快曇関係にある場合や、食費‐ホ遭光熱費などの生活費をともにしている場合嚇口己

入角t必要です。同一世帯でも、生活費を分けている場合は記入不要です。

氏 名(ふり角!な〕
甲 話 看
との結柄

生年月日 年 酷 勤務先またlよ学1交名

歳

歳

歳

歳

歳

承   詰   書

1.私 (申 請者)は、長浜市特:丁支援教育就学奨励費受惜申請のため、私及七F私の世帯の住民基本告帳風とに所得 ,課税情報につ

いて、長浜市教育委員会が聞覧することを承諾しますH

2.長摂市から受ける特別支援教育就学奨励費について、その請求、受福、返紬、学校徴収金(教材費等〕の支払いに関する権限

を、児童生徒が在籍する学校長に委柱します。

3.私〔申請者)は、特別支援教育就学!建励費における学校総農費を長浜市軟育委員会が市へ代理静内付することに同意します。

年   月   日

申請者氏名(署名〕

長浜市教育委員会あて
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様式第4号 (第 12条関係)

長操市執官委員会議育景 あて

号

日

第

年 月

書

鞘

鞘

年度特厨lJ支援学級児童生能説学興励費個人副支給明細書

学

年
児童生
催氏名

衝と講
氏 名

学用品
費等

学 技
購

新入学
児童生
催学層
品費等

修 学
旅行費

蜘 賞
〔拍有り,

横
― 費
(泊無い,

通
学
費

体菅実
社用具

費

絋 大
締 費

合 計

一一

一
一
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附 則

この要率岡イま、 令不日3年-4月 1日 から施行する。
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新 十日

長浜市特別支援教育就学奨励費給付要細 の一部改正

鮒 螂

第9条  lttl
2～4 1ttl
5 学校給食費に係る奨励費については、保護者の同意を得て、委員会が市へ代理納付

するものとする。

第9条  (略l

2～ 4 1ttl

写 学碗給食費に係る奨励費については、原貝りとして雛 を供給する韓 に

'直
接支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担として支払つた学校給食費は保

護者に給付することができるものとする。

様式第 1号 (第 5条闘Ю

年度 特別支援教育就学奨励費受給申請書

世命分離していてヽ 申と再崎点で僚会関区にある場合や 資食 木遺尭燕費などの生活■をとヽ にしている場苗よれ

2長氏おひ助受ヤる特月

`女

観徴脅dt字 襲1'雲 にういて、その競 そヽ、奏

"、

題 れヽ,禁ほlJt建 (銭村覺辱)の 支払しWi関 す0ほ霰

ヽ  名

競

せ帝分贈していても、申鏑皓点(鉄曇関係1_ある場合点 奎資:水道光ЯA,オとの生活費ことこにしてし`る場御工a
入約(必要です 司―世十でも、生活資を分けれ るヽ場合はE八不襲でぢ

2長′工市から要
`す

る符射女捜教育航学美肋郵
=つ

しヽて、その議よ、受衛、返れ、学校機収奎(弦材費、学技給察翼争)の

支払いに関するた瞑を、児二生 こヽ力咤調する孝装長l委

“

競

0議 雪βこ名                 e

様式第1号 (第 5条聞瑠

年度 特別支援教育就学興励費愛綸申請害

. 
年中の所モん〔わ小る彗頗 泉韓収秦や所得ぐこRttl江明きな_"l

年中の所脅れ
'わ

かる書輌(瀬貝戯収票や所得(篠 子
"l工

切こなつ
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新

様式第4号 (第12条聞め
第

年 月

号

日

長浜市教育委員会教育長 あて

学僚名

響

年度特別支援学般児童生徒就犠 励貴個人別支綸明細書

学

年
児童生
推監名

麟
氏 名

学用巌
磐

半 桜
絡食費

い 学
聴脅費

横外活コ:虫

l油有り)

被外活動瑣
(泊 無し)

通
学
費

実

員障
閉
費

艦 大
散材費

合 計

4号 l第 12条関係)

第

年 月

号

日

長浜市教育委員会教育長 あて

学校名

学校長

年度特別支擢学 I嵌 児童生徒就学奨励壷個人別支綸明細書

学

年

児 童 生 保 護 者 学用品
費等

学 校

綸食査

修   学 横  外
合 計

徒 氏 名 名 旅 行 費 済 動 費
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条例・教育委員会規則等の制定 。改廃に関する概要説明書

担  当 :教育総務課

議案番号 :第 19号
件  名 :長浜市教育委員会事務処理規程の一部改正について

第 1 提出理由   イ
!

令和 3年度長浜市組織機構編成等に伴い、長浜市教育委員会事務処理規程の一部を

改正するもの。

第 2

置

要点

別表 1中合議先欄について、下記のとお り改正する。1

現行 改正案

総合政策部 総務部

総合政策課長 政策デザイン課長

行政経営改革課長※ 総務課長

人事課長

財産活用政策室長

公共施設マネジメン ト課長 財産活用政策室長

情報政策課長 デジタル行政推進局副局長

※事務分掌により、改正後の合議先が変わる。
2 別表 1(1)共通事務における職務権限の表に「 (19)所掌事務に係る情報処理

に関すること」を追加し、J併せて (2)支出負担行為及び決議の表に関連する合議

先を追力日すると

3 別表 1(1)共通事務における職務権限の表及び (2)支出負担行為及び決議の

表内財政課長合議について、 1件・30万円以上とあるものを、 1件 50万円以上に

改正する。                  
・ ~

4 別表 1(1)共通事務における職務権限の表内、(11)所掌事務に係る財産の取

得、管理及び処分に関すること 9 指定管理者制度の導入決定等を改正するЬ
5 別表 1(1)共通事務における職務権限の表内、 (20)その他所掌事務の執行に

関することに「22 所掌事務に係る市章の使用承認及び承認の取消し並びに使用の

差止め」を追加する。

6 その他所要の文言修正等を行う。

第 3 施行期 日

令和 3年 4月 1日 から施行する。

一　

　

　

一
　

こ
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議案第 19号

長浜市教育委員会事務処理規程の‐部改正について
`

長浜市教育委員会事務処理規程 (平成23年長浜市教育委員会訓令第 1号)の一部を次の

ように改正することについて、委員会の議決を求める。

令不日3年 3月 29日 提出

長浜市教育委員会 教育長 板山 英信

長浜市教育委員会事務処理規程 (平成23年長浜市教育委員会訓令第 1号)の一部を次の

ように改正する。

別表 1を次のように改める。

別表 1(第 5条、第
(5条

の 2、 第 6条、第 6条の 2関係 )

(1)共通事務における職務権限    |

事務分掌 項 目

決裁者

合議先 備 考
教育長

教育部

長
課 長 係 長

(1)所 掌事

務に係 る方

針及び計画

の策定に関

す ること。

1 '教育行政の基

本方針及び基本

計画並びにこれ

らに基づ く実施

計画の策定

○

総務部長

政策デザイ

ン課長

2 事務局の事務

の処理方針及び

計画の決定

○

関係部課長

3 課の事務の処

理方針及び計画

の決定

○

4 係の事務の処

理方針及び計画

の決定

O

(2)所 掌事

務に係 る議

案の提案 に

関す るこ

市議会の議決、承

認、認定若 しくは

同意を要す る事項

に係 る議案に関す

O

総務部長

財政課長
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子

|

|

|

と ること。

(3)所 掌事

務に係 る専

決処分に関

す ること。

地方 自治法 (昭和

22年 4月 17日 法律

第67号)第 179条

及び第 180条 の規

定による専決処分

に関すること。

O

総務部長

財政課長

(4)所 掌事

務に係 る条

例、規則等

の制定及び

改廃 に関す

ること。

1 条例及び規則

の制定並びに改

廃

○

教育総務課

長

総務課長

総務部長及

び財政課長

(た だ し、

規則につい

ては、財政

負担を伴 う

ものに限

る。 )

2 訓令、要綱等
の制定及び改廃

O

教育総務課

長

総務課長

財政負担を

伴 うものは

総務部長及

び財政課長

特に重要な

案件は教育

長決裁

3 告示 (要綱を

除 く。 )、 公示

及び公表に関す

ること。
○

教育総務課

長

総務課長

特に重要な

案件は教育

長決裁

定例 。簡易

な案件は課

長決裁

(5)所 掌事

務に係 る行政

手続 に関す る

こと。

事務の処理基準、

要領、手続等の決

定
重 要 軽 易

重要な案件

は教育総務

課長及び総

務課長

(6)所 掌事

務に係 る行

政不服又は

訴訟に関す

1 行政処分に対

する審査請求の

受付及び裁決

O

2 法的紛争に関

一　

　

　

一　
　

こ
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ること。 する処理

(1)訴 訟の遂

行方針におけ

る基本事項の

決定

○

総務部長

総務課長

(2)調 停 の 申

立て
○

総務部長

総務課長

(3)仮差押

え、仮処分及

び支払命令の

申立て

○

総務部長

総務課長

(4)訴 訟等に

おける訴訟代

理人又は指定

代理人の選任

○

総務部長

総務課長

(5)証 人、参

考人等 として

裁判所へ出頭

することの決

定

○

総務課長

(7)所掌事

務に係る附

属機関に関

すること。

1 附属機関の設

置及び改廃 O

総務課長 懇談会等の

開催の場合

は部長専決

2 委員の委嘱、

解職
○

総務課長

人権施策推

進課長

懇談会等の

か加者の依

頼は部長専

決

3 諮問、答 申 ○

(8)所掌事

務に係る予

算及び決算

に関するこ

と。

1 予算要求書及

び予算執行計画

(変更)調書等

の作成

○

2 収支計画書の

作成
○

3 予算の再配当

○

重要な案件

は、予算め

吼当替え申

請による。

4 歳出予算の流 別表第1(3)珠長の事務における職務
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用申請 限の表 による。

5 細事業内の流

用決定

耗品費、

費、負

金、補助

び交付

、財

専決

6 予備費の充当

申請
O

予算の配当替

え申請
O

8 事故繰越に関

すること。

務部長

政課長

9 基金に関す る

こど。   ′
務部長

政課長

0 弾力条項に関

すること。
○

務部長

政課長

1 負担行為伺及

び決議

表第 1(2)支出負担行為伺及び決議の

による。

1件 50万 円

財政

(た だ

概算払

前金払

る。土

上料及

事請負

前金払

く。 )

上

長

し 、

イま

に 限

工

の

除

13 振替、更正及

び戻出の命令
O

14 収入の調定及

び納入通知書の|

発行

O

1件 100万

長

以上 財

5 資金前渡及び

概算払の精算並

びに前金払の確

認

(9)所 掌事 補助金等の交付

詈

一　

　

こ
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務に係る補

助金等に関

することも

決定等

(1)補 助金要

綱の作成 ①

総務部長

総務課長

貝オ政課長

(2)交 付決定

(交付変更決

定を含む。 )

別表第 1(2)支 出負担行為伺及び決議の

表による。

(3)額 の確定

○

1件50万 円

以上 財政

課長

(10)所掌事

務に係 る使

用料等の減

免及び滞納

整理に関す

ること。

1 減免、納期限

の変更、徴収猶

予、徴収停止及

び還付の決定

(1)法 令、条

例、規則、要

綱等に明定 さ

れていないも

の

○

財政課長

(2)法 令、条

例、規則、要

綱等に明定 さ

れているもの

○

財政課長

2 督促状の発行 ○

3 滞納処分の決

定
○

4 過誤納金の充

当 (相殺 を含

む。)の決定

○

5 不納欠損処分

に関す ることど
○

総務部長

財政課長

(11)所掌事

務に係 る財

産の取得、

管理及び処

分に関す る

こと。

1 公有財産の取

得又は売払いの

決定

li 000

万 円以

内

800万 円

未満

300万

円未満

財政課長

2 財産の無償に

よる取得及び借

受けの決定

○

財政課長

3 登記 の嘱託 の

決定
○
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4 行政財産の 目

的外使用の許可

(使用料の決定

を含む。 )

課 長

5 行政財産の用

途廃止及び用途

変更の決定

務部長

政課長

6 公の施設 (附

帯設備等を含

む。)の使用許

可及び許可の取

消 し

7ィ 公有財産の所

管換及び所属換

の決定

政課長

8 普通財産の貸

付け
○

政課長

9 指定管理者制

度の導入決定等

(1)指 定管理

者制度の導

入・更新 の決

定

(2)指 定管理

者候補の募集

要項・仕様

書・選定基準

等の作成

(3)指定管理

者候補の選定
O

政課長

(4)指 定管理

者候補 との仮

協定の締結

○

政課長

(5)指定管理

者の指定
○

政課長

(6)指 定管理

者の指定の取

消 し

○

(7)業務報告 ○

言

獅

停

132



(12)所掌事

務に係 る組

織及び所属

職員の服務

に関するこ

と。

の聴取、実地

調査等

10 不用品の処分 1,000

万円以

内

300万 円

未満

300万

円未満

11 物品の貸付け

又は借受け
○

1 所管部門の組

織の変更及び所

管部門の各職位

(課長以上 とす

る。)の職務権

限の変更につい

ての意見具申

○

2 所掌事務に係

る専決権の分与

(1)教 育部長

の専決事項
○

人事課長

(2)課 長の専

決事項  .
○

人事課長

3 国若 しくは他

の地方公共団体

の機関の委員又

は団体の役員の

推薦及び就任の

承認

重要 軽 易

総務部長

人事課長

4 職務 に専念す

る義務の免除の

承認

(1)教育部長 O

(2)次 長 O

(3)課 長

○

久長が配置

されている

場合は次長

(4)参 事及び

課長代理以下

の職員

O

5 所属職員の職

場研修計画の決
O
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定及び実施

6 派遣研修 (人

事課所管の派遣
i研修を除 く。 )

(1)教育部長 ○

(2)久 長 O

(3)課 長

○

久長が配置

されている

場合は次長

(4)参 事及び

課長代理以下

の職員

○

7 資格取得に係

る講習等への参

加の決定 (対象

となる講習等に

ついて、業務担

当主管課のない

ものに参加す る

場合を除 く。 )

○

8 職員の表彰、

褒章等に係 る推

薦及び内申

○

9 身分証等の交

付の決定
重 要 軽易

10 年次有給休暇

の承認

(1)教育部長 ○

(2)次 長 O

(3)課 長

O
久長が犀置

されている

場合は次長

(4)参 事及び

課長代理以下

の職員

O

H 所属職員の時

間外勤務及び休

日勤務の命令

○

12 所属職員の勤 ○ 人事課長

言

霞
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務時間及び休憩

時間の割振り

13 出張の命令及

び依頼並びにそ

の復命の受理

(1)教 育部長 ○

(2)次 長 ○

(3)!課長

O

久長が配置

されている

場合は次長

(4)参 事及び

課長代理以下

の職員

○

(13)所掌事

務に係 る情

報公開及び

個人情報保

護 に関す る

こと。

1 長浜市情報公

開条例 (平成 18

年 2月 13日 条例

第 17号)に基づ

く公文書の公開

の請求に対する

決定及び通知並

びに公文書の公

開の実施

特に重

要
O

総務課長

2 長浜市個人情

報保護条例 (平

成18年 2月 13日

条例第21号)に
基づ く個人情報

の開示、訂正又

は利用停止の請

求に対す る決定

及び通知並びに

個人情報の開示

の実施

特に重

要
○

総務課長

(14)所掌事

務に係る文

書の管理に _

関するこ

と。

1 公文書の閲覧

等の許可及び証

明書、証票等の

交付の決定

重要 軽 易

2 文書の保存期

間の決定
○

総務課長
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3 整理及び編集

した文書のファ

イル管理台帳ヘ

の全載等の決定

○

4 保存文書の引

継ぎの決定
○

5 保存文書の廃

棄及び処分の決

定

O

6 収受文書の処

理方針及び処理

期限の決定

重要 軽易

(15)所掌事

務に係る公

印の管理に

関するこ

と。

印の使用 (印影

を含む。)の承認

○

教育総務課

長

総務課長

(16)所掌事

務に係 る契

約に関す る

こと。

1 建設工事、業

務委託及び物品

購入の施行伺い

別表第 1(2)支出負担行為伺及び決議の

表による。           ●

2 建設工事 (建

設工事を伴 う委

託業務を含

む。)の入札、

契約等

(1)入 札参加

者の決定

○

契約検査課

長

設計金額が

130万 円未

満で、所管

課にて入札

執行す る場

合に限る。

(2)入 札執行

の決定

O

設計金額が

130万 円未

満で、所管

課にて入札

執行す る場

合に限る。

(3)予 定価格

等の決定
○

設計金額が

130万 円未

督
鰤
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商で、所管

課にて入札

執行する場

合に限る。

(4)随 意契約

の相手方の決

定
○

契約検査課

長

設計金額が

130万 円未

商で、所管

課にて入札

執行す る場

合に限る。

(5)契約の締

結

○

財政課長 設計金額が

130万円未

満で、所管

課にて入札

執行する場

合に限る。

3 業務委託の入

札、契約等

(1)入 札参加

者の決定
○

(2)入 札幸九行

の決定
O

(3)予定価格

等の決定
O

(4)随 意契約

の相手方の決

定

○

(5)契 約の締

結
○

財政課長

4 物品の購入 80万 円

未満

(17)所掌事

務 に係 る危

機管理に関

す ること。

1 事務局におけ

る危機対応の決

定

○

2 課における危

機封応の決定
○

(18)所掌事

務 に係 る行

財政改革の

行財政改革の実施

及び進捗管理 i ①
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推進に関す

ること。

(19)所掌事務

に係る情報

処理に関す

ること

1 情報システム

の導入及び運用

の決定
重要 軽 易

デジタル行

政推進局副

局長 (情報

管理担当)

2 電子計算機等
の調達の決定

重要 軽 易

デジタル行

政推進局副

局長 (情報

管理担当)

1 国、県等に対

す る意見書、要

望書、計画書等

の提出及び許認

可の申請、副申

又は進達

特に重

要
重 要

定例 。

軽易

関係部課長

2 国、県、市町

村その他の公共

団体及び関係団

体等 との協議

特に重

要
重 要

定例・

軽易

関係部課長

3 負担金、補助

金、交付金、措

置費等の国又は

県に封す る交付

申請及び交付請

求の決定

(1)交付申請 ○ 財政課長

(2)実績報告 ① 財政課長

(3)交 付請求 ○

(4)補助金等

'こ

係る財産処

分の承認の申

請

O

財政課長

4 陳情、請願等

の処理

に重
重 要 軽 易

5 儀式の決定並

びに表彰、褒

章、感謝状の贈

呈及び賞状の援

重 要 軽易

教育総務課

長

(20)そ の他

所掌事務 の

執行に関す

ること。

侵

H

停
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与の決定並びに

国又は県の表彰

及び褒章に係 る

推薦

6 関係法令等の

違反者に紺す る

処分及び告発の

決定

○

総務部長

7 行政代執行の

決定
○

8 債務保証、損

失補償 (不動産

の買収に伴 うも

のを除 く。)及
び損害賠償の処

理 (負 担行為

はヽ別表第 1.
(2)に よる。 )

重 要 軽易

総務部長

財政課長

9 行事 (会議、

説明会、講習

会、懇談会等を

含む。)の開

催、共催及び後

援の決定  ｀

重 要 軽 易

後援は教育

総務課長合

議

10 業務の受託の

決定及び契約の

締結

特に重

要
重 要 軽 易

11 歳入の徴収又

は収納事務及び

支出事務の委託

の決定並びに収

納方法に関す る

協議

O

会計課長

12 申請、照会、

報告、通知等

特に重

要
重 要

定例 。

軽易

(係長

の専決

に係 る

ものを

定例 。

軽易

(業務

の遂行

に付随

して必
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除

く )

要な個

別の照

会等 )

13 許可証等の交

付の決定
○

14 協定の締結及

び覚書の交換
重要 軽易

15 統計及び調査

の実施(資料の

収集、作成、提

出、提供及び配

布並びに刊行物

の発行

重要 軽易

6 寄附金及び寄

附物品の受領及

びその処分の決

定 |

(1)負担付き

のもの O
総務部長

総務課長

財政課長

(2)そ の他の

もの 重 要 軽 易

総務部長

総務課長

財政課長

17 公共的団体に

関す ること。

(1)指揮監督 O

(2)指 示、指

導、助言及び

協ヽ力

○

18 事務事業の実

施、推進及び決

定 (他に規定す

るものを除

く。 )

特に重

要
重 要 軽易

関係部課長

19 事務の委任

(1)県 の入札

にかかるもの

別表第 1(2)支出負担行為伺及び決議の

表によるЬ

(2)そ の他の

もの
O

関係部課長
一
　

三
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○
財政課長80 有料公告掲載

の可否の決定

○

21 所掌事務 に係

る支所各課 との調

整

総務課長

○

22 所掌事務 に係

る市章の使用承

認及び承認の取

消 し並びに使用

の差止め

(2)支 出負担行為伺及び決議

科 目

決裁者

備 考
市長 副市長 教育長

教育部

長
課長 合議先

1  幸炭酉l‖ ○ 人事課長

2 給料 ○ 人事課長

3 職員手当

等
O 人事課長

4 共済費 ○ 人事課長

5 災害補償

費
○ 人事課長

6 恩給及び

退職年金
○ 人事課長

7 報償費
300万 円

以上

300万 円

未満

1件50万 円以上

財政課長

1件800万円以上

総務部長

注 1

8 旅費 O

9 交際費 ○

10  需

用費

消耗品

費

食糧費

印刷製

木費

鰺繕料

300万 円

以上

300万 円

未満

デジタル行政推

進局副局長 (情

報管理担当)

(た だし、情報

システムの導入

及び電子計算機

等の調達に限

る。)

1件 50万 円以上

財政課長

伺 :所管課

央議 :契約

険査課 (80

万円未満は

所管課)

と 3
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1件800万 円以上

総務部長

その他 O

11   役

務費

通信運

搬費

手数料

保険料

O

デジタル行政推

進局副局長 (情

報管理担当)

(た だ し、情報

システムの運用

に限る。 )

1件 50万 円以上

の手数料 (医療

決助 を除 く。 )

及び保険料 (自

暗責保険を除

く。) 財政課

長

1件 800万円以上

総務部長

その他
300万 円

以上

300万 円

未満

1件50万 円以上

財政課長

1件800万円以上

総務部長

12 委託料

2,000

万 円以

上

2,000

万 円未

満

1,000

万 円以

下

800万 円

未満

300万 円

未満

デジタル行政推

進局副局長 (情

報管理担当)

(た だし、情報

シ不テムの導入

及び運用並びに

電子計算機等の

調達に限る。)

1件50万 円以上

財政課長 (た だ

し、医療審査等

イま除く。 )

1件800万円以上

総務部長

工事を伴 う

委託にあつ

ては伺 :所

管課

決議 :契約

検査課

庄 2

注 3

13 使用料及

び賃借料

300万 円

以上

300万 円

未満

デジタル行政推

進局副局長 (情

報管理担当)

伺 :所管課

決議 :契約

検査課又は
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(た だ し、情報

システムの導入

及び運用並びに

電子計算機等の ―

調達に限る。 )

1件50万 円以上

財政課長 (た だ

し、土地借上料

は全額財政課長

合議 )

1件800万 円以上

総務部長

所管課 (80

万円未満は

所管課)

と3

14  コE

事請

負費

伺

5,000、

万円以

上

5,000

万円未

商

Z,000万

円未満

300万円

未満

デジタル行政推

進局副局長 (情

報管理担当):

(た だし、情報

システムの導入

に限る。)

1件 50万 円以上

財政課長

1件 800万 円以上

総務部長

伺 :所管課

決議 :契約

検査課

と 2

庄 3

決議

5,000

万 円以

上

5,000

万円未

商

3,000万

円未満

15 原材料費
300万 円

以上

300万 円

未満

1件50万 円以上

財政課長

1件800万 円以上

総務部長

伺 :所管課

決議 :契約

検査課又は

所管課 (80

万円未満は

所管課 )

注 3

16 公有財産

購入費

2,000

万 円以

上

2,090

万円未

満

1,000

万 円以

下

800万 円

未満

300万 円

未満

1件 50万 円以上

財政課長

1件800万円以上

総務部長

と 2

17  備

品購

入費

伺

2,000

万 円以

上 、

2,000

万円未

商

1,000

万円以

下

800万 円

未満

300万 円

未満

デジタル行政推

進局副局長 (情

報管理担当)

(た だし、電子

伺 :所管課

央議 :契約

検査課 (89

万円未満は
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決議

2,000

万円以

上

2,000

万 円未

満

1,000

万 円以

下

800万 円

未満

80万 円

未満

計算機等の調達

に限る。)

1件 50万 円以上

財政課長

1件 800万 円以上

総務部長

所管課 )

注 2

注 3

18 負担金、

補助及び交

付金

2,000

万 円以

上

2,000

万円未

商

1,000

万 円以

下

800万 円

未満

300万 円

未満

1件 50万 円以上

財政課長

1件 800万 円以上

総務部長   ＼

注 2

19 扶助費

臨時的又は異例
|

のもの 財政課

長

20 貸付金

2,000

万 円以

上

2,000

万 円未

満

1,000

万 円以

下

800万 円

未満

300万 円

未満

1件 50万 円以上

財政課長

1件800万円以上

総務部長

注 2

21 補償、補

填及び賠償

金

2,000

万 円以

上

2,000

万円未

商

1,000

万 円以

下

800万 円

未満

300万 円

未満

1件 50万 円以上

財政課長

1件800万円以上

総務部長

注 2

22 償還金、

利子及び割

引料

○

23 投資及び

出資金

2,000

万 円以

上

2,000

万 円未

商

1,900

万円以

下

800万 円

未満

300万円

未満

1件50万 円以上

財政課長

1件800万円以上

総務部長   ,

注 2

24 積立金
300万 円

以上

300万 円

未満

1件50万 円以上

財政課長

1件 800万円以上

総務部長

25 寄附金 O 総務部長

財政課長

26 ノム`課費 ○

27 繰出金
300万 円

以上

300万 円

未満

財政課長

1件800万円以上

総務部長

注 1 物品の購入に係る負担行為については、備品購入費の例による。
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注 2 支出負担行為決議が終了した案件について、地方自治法第213条若しぐは第

220条 の規定にょり歳出予算を翌年度に繰 り越して使用する場合又は地方自治

法施行令 (昭和22年政令第16号 )第 145条第 1項の規定により継続費を逓次に

繰り越して使用する場合における支出負担行為伺及び支出負担行為決議の決球＼

区分は、教育部長専決とすることができる。

注3 変更又は敗消しにかかる支出負担行為決議の決裁区分は、契約検査課長専決

とし、指定合議は不要とする。

(3)次長の事務における職務権限

事務分掌 項 目

決裁者

合議先 備 考
教育長

教育部

長
次長

(1)事務局に係

る政策の企画及

び調整に関する

こと。

事務局に係 る政

策の企画及び調

整
○

(2)事 務局に属

す る条例 、規則

及び規程等の調

整に関す るこ

と。

事務局に属す る

条例、規則、規

程等の調整 ○

(3)事 務局の予

算編成、執行管

理及び決算の総

括に関す ること

(庁費の執行 を

除 く。 )。

歳出予算の流用

の申請
○

財政課長

決裁が必

要でない

ものは課

長決裁

その他のもの ○

(4)事務局に属

する議会関係事

務の1総括に関す

ること。

事務局に属す る

議会関係事務の

総括
○

(5)事 務局に係

る危機管理の総

括に関す るこ

と。

事務局に係る危

磯管理の総括
O

(6)事 務局内の

行財政改革の実

施の総括 に関す

ること。

事務局内の行財

政改革の実施の

総括
○

(7)事 務局内の 事務局内の事務 ○
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事務分掌に関す

ること。 十
分掌

(8)事 務局内の

人事配置に関す

ること。   ぁ 属警
局内の人事

○

人事課協

議

(9)教育部長印

の管理に関する

こと。 1整

育部長印の管

○

(10)事務局内各

課及び室の連絡

調整並びに事務

局内会議の開催

に関す ること。

務局内各課及

室の連絡調整

びに事務局内

議の開催

O

附 則

この規程は、令和 3年 4月 1日 から施行する。
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長浜市教育委員会事務処理規程 の一部改正 【新 旧針照表】

呵 l第 5条、 5条の2、 第6条、第6条の2

(1) 共通事務における勲務権限

5条、第5条の2、 第6条、 6条の2触

共通事務における職務権限

別表第 1

(1)

朧 勧 備考

舞 項 目

顧 腰

I日

麟

勤 搭 項 目 繊 伸 考

服 腰

1)所掌事務

に係る方針

及び計画の

I策 定に関す

ること。

1 教育行政の基ハ

方針及び基本計画

並びにこれらに墓

づく実施計画の鉢

定

○

俗務部長

嫉 デザイ

レン頴

(1)所掌事務

に係る方針及

び計画の策定

に関す る こ

と。

1 教育行政の騨

方針及び基本計画

並びにこれらに理

づく実施計画の雰

定

O

総合政策剖

量

餘合政策謗

星

2 事務局の事務¢

処理方針及び計

画の決定

O

2 事務局の事務¢

処理方針及び計画

の決定

〇

縣 簾

3 課の事務の処瑠

方針及び計画の渉

定

O

3 課の事務の理

方針及び計画の渉

定

O

4 係の事務の処瑠

方針及び計画の渉

定

O

4 係の事務の夕と〕ヨ

方針及び計画の渉

定

O

lttl (田各l

新 1日

(4)

に係る条例、

規則等の

及

することさ

1 条例及び規則

の制定並びに改

廃

○

姉 総翻

罠

餞 課長

鱗 部長顔

び具醒 F
(ただし、

顆 可につし

てイま、 貝オ「」

負担を伴う

ものに限

る。)

4) 1 条例及び規則

に係る条例、

規則等の制

及び改廃に

すること。

廃

(ただしO

は、

のに限

2 訓令、要綱

等の制定及び改

廃

重要 軽 易

つ

3 告示、公示

及び公表に関す

ること。

l田各l

6)所 撃事務

に係る行政

不服又は訴

訟に関す る

こと。

O

及び裁決

2

る鯉

賜

2 訂I令、要綱等

の制定及び改廃

孜宿誅鋼傷砂

S謝課長

財政負担を

半うものに

錫 部長】

び卿 偏

割砲藝要な

剰牛|ま雑

長熾

3 告示 (要綱を

除く。)、 公示

及び公表に関す

ること。
○

震熾

(田告l

6) ,所掌事T芳

に係る行政

不服又は訴

1 行政処分に対す

る審査請求の劉

及び栽決

O



新

訟に関する

こと。

2 法的紛争に関サ

る夕と理

(1)

方針における

本事項の決定

○

(2)調停の申

て
O

(3)仮差押え、

O

命令の申立て

(4)

イナ
O

の離

(5) わ  (、

人等とし
○

,所―出頭する

との決定

(1)訴訟のき 蜀

方針における褒

本事項の決定

○

縦務部長

瞬

(2)調停の申立

て
O

麟

瞬

(3)仮学才)甲え(

仮処分及び支,

命令の申立て

○

麟

鱗

(4)訴訟等にま

ける訴訟代理メ

又は指定代理メ

の離

O

縛期硬

鱗

(5)証人、参差

人等として裁コ

所へ出頭するこ

との決定

O

瞬

7)所掌事務

に係る附属

機関に関す

ること。

1 附属機関の攀

及び改廃 O

(7)所掌事務

に係 る附属

機関に関す

ること。

1 附属機関の設撞

及ひt女廃 | O

麟 懸談会等の

堀催の場合
―
離獨長専決

2 委員の委嘱、角l

職
O

建ヨ課長
2 委員の委嘱、

HVセ

○

鰈
央

3 諮問、答申 ○

(8)

に係る

び決算に

ること。

新 十日

3 諮間、答申 O 8)所掌事務

に係る予算

及び決算に

関 す る こ

と。

1

予算執行計画 ○

更 )

2
O

成

3 予算の再配当

O
当替

よる。

別表第2(1)の部局庶務担当課 l長浜市

教育委員会導駿漏組織規則 ぐ駒戎18年長

浜市教育委員会規則第4幼 第5条に規

定する課をいう。以下同ヒ )の事務に

おける取務権限の表による。

申請

5

予備費の充当

請
○

7 予算の配当

申請

8

ること。
O

O

O

1 予算要求書及t

予算執行計画 (参

更)調書等の作成

O

2 収支計画書の

“成
O

予算の

よる。

負

補助

3 予算の円自己当

O

4 歳出予算の流)干

申請

別表第 1(3)次長の事務における職務権

限の表による。

5 細事業内の開評

雄

○

6 予備費の充当畔

請
O

7 予算の配当替え

申請
〇

ること。
〇

一一
一
一

一
　

〓

l



新

9 基金に関するこ

と。    |
○

鞠 眼

瞬

9 基金に関するこ

と

○

[0 酬●力劣uttに呂Sサ

ること。
O

鱒

麟
踵

詩囃

[1 負担行為伺及℃

艤

別表第1(2)支出負担行為伺及び決議の

表による。

10 弾力条項に関サ

ること。
O

俗務部長

麟

支出の命令

O

し、

〔1 負担行為何及t

艤

別表第1(2)支出負担行為伺及び決議の

表による。       .

12 支出の命令

O

1件30万
「

以上 財」

采長 (た 文

し、概算,

又は前金,

に限る。)

|ま除く。 )
路 振替、更正及毛

戻出の命令
O

振替、

戻出の命令
○

14 収入の調定及t

納入通知書の背 司 ○

1件 100万

円以上 卿

麟O

1件 100万

コ]以上 卿

嫌
隠 鉛 醜 硼

算払め精算並びに

前金払の確認
○

オ‐デ 1ク  乏

前後払0鞠報

O

託料の前,
基ι士財 こ

`ヨ

雰

民

市補助金等の交付沫
‐
正等

10)所事事務

に係る補助

市補助金等の交イ彬

こ等
(9)所 掌事

務に係る補

助金等に関

すること。

新

(1)補助金要帝

のイ匂戎 〇

岱務部長

鱗

麟

金等に関す

ること。

(1)

のイ賊 O

(2)交 付決

O

給 視 )

(3)額の確定

lttl

所掌事務

に係る財産

の取得、管

理及び処分

に関するこ

と。

又は売払立 000

2 財産の無償に

○

の決定

3

定

4 行政財産の目

タトイ吏用の許可

用料の決定を

視 )

O
ジ

5

の決定

O

○

(2)交 付決梵

(交付変更決梵

を含軌 )

別表第 1(2)支出負担行為伺及び決議の

表による。

(3)額の確定

O

1イ牛50万F

lttl

(11)  万牙μ彗笙勤

に係る財産

の取得、管

理及び処分

に関するこ

と。

1 公有財産の取窄

又は売払いの決定

1,000万

円以内

肇囃

2 財産の無償によ

る取得及び借受 t〕

の決定

O

詩囃

3 登記の嘱託の渉

定
O

4 行政財産の目μ

外使用の許可 は

用料の決定を全

む。)

○

麟

5 行政財産の用通

廃止及び用途変戻

の決定

O

諧藤部長

瞬

14



新 1日

6 公の施設 研伴

設備等を含帆 )

の使用許可及爛

可の取消し

O

6 公の施設

設備等を含視 )

○

可の取消し

7

○

定

8

イナ ○

の導入決定等

(1)

制度の導入

新の決定

O

12)

O

仮協定の締結

1 3 )

O
の取消し

(4)

触 、 ○

等

不用品の処分 Ol10

7 公有財産のPゲr増

換及び所属換の沫

定

O

謝政課長

8 普通財産の貸

`け
O

瞬

9 指定管理者制癖

の執 罐

(1)指定管騨

制度の導入 :戻

新の決定

○

瞬

(2)指定管理者

候補の募集要

項・仕様書・選

定基準等のイ乍成

O

詩囃

(3)指定管礫

候補の選定
○

詩l政課長

(4)指定管襲

候補との仮協痣

軸

〇
一

謝政課長

151 指定管撃

蝋 定
〇
一

瞬

督

新 1日

(6)指定管鶏

の指定の取消し
O

詩囃

は腰 け
○

(12)所掌事

務に係る組

綴及び所属

職員の服務

に関するこ

と。

1

門の各職泣
O

以上とする。)

ついての意見具申

2

分掌の決定
O

報 のノ分与

(1)
O

靭

(2)
O

頚

国若しく

就任の承認

重要 軽易

(7)業務報告C
唖 、実地調査

等

O

10 Rヽ品の処分 1,000万

円以内

800万

円未滞

〕00万
「

納

H 物品の貸付け)
は借受

`ナ

   i
O

Ⅲ
2七

二写唇鷺
1 員の服務に

関 す る こ

と。

1 所管部門の継

の変更及び所管割

門の各職位 9韻
以上とする。)C
敢務権限の変更に

ついての意見具申

〇

皇 所掌事務に係る

義 の分与

(1)教育部長¢

鞠
O

韓

(2)課長の朝

類
O

人事課長

3 国若しくは他¢

地方公共団体の格

関の委員又は団材

の役員の推薦及0

重要 賜

肺 帳

入鞠 韻



新

‐
就イとの承認 義務の免除の承認

4  職務1こ専念すそ

義務の免除の承認

(1)勢鶉帳 O

(2)次長 O

(1)初期硬 ○

(3)課長

O

′々辱 うミ西評擢

(2)次長 O れてし

(3)課長

O

欠長が配揮

されている

場合は娠

(4) 参増島又輔

長代理以下の瑠

員

○

(4)参事及ひ置胡

長代理以下の瑞

員

○ 6 !F'「 属刺
`員

の期疹

研修計画の雄 汲

蜘

○

5 所属瑠員の鵜

研修計画の決定牙

蜘

O 7 派遣研修 (人尊

課所管のυF追冽穆

を除く。)

6 派遣研修 (人苺
ヨ騨ワ〒管の派遣幻膨

を除く。)

(1)教育部長 O

(2)姪 ○

(1)務鍋隈 O
(3)課長

O されてい(2)次長 ○

(3) 服

○

欠長が配桓

されている

場合はψむ髯

(4)

員

O

(4)参事及輔 ○

新

長代理以下の職

員

決定 (対象とな

講習等について、 ○

業務担当

なし

る場合を除く。)

職員の表彰、

O

o油申

重要 隆易
の決定

襦

(1)勃鉄帳 O

(2)廉 〇

(3)課長

(4)

留 鯉 以

員

O

外勤務及び休日

務の命令

O

O

されてし

7 資格取得に係そ

講習等への参加α

決定 (対象となる

講習等について、

業務担当主管課¢

ないものに参加す

る場合を除く。)

O

壁 職員の表彰、瑣

章等に係る臨 及

び内申

○

9 身分証等の交伺

の決定
重要 す垂易

10 年次有給休暇α

綿   :

(1)鰤 帳 O

(2)廉 O

(3) 頼

O されていそ

場合は姫

(4)

長代理以 ○

15



新 十日

里 所属職員の時脳

外勤務及び休日蒻

務の命令

O
曼 所属職員の期

時間及び体憩時階

の割振り

〇

人鞭

望 所属棘員の動形

時間及び休憩時謄

の割振り

O

人 幹 県
‐
長 14 出張の命令及0

依頼並びにその様

命の受理

13 出張の命令及0
依頼並びにその修

命の受理

(1)舞鍋隈 O

(2)次長 O

(1)螂 長 O (3) 紙

○ て い

(2)姪 O

(3)顧
O

久長が配優

されている

易合は次長

(4) 参事及〔将堺

長代理以下の月コ

員

O

(4)参事及ひ嗜胡

長代理以下の璃

員

O

(13)所掌事

務に係る情

報公開及び

個人情報保

護に関する

こと。

1 長浜市情報公刷

条例 停城 18年 2

月 13日 条例第 r

動 に基づく公)

書の公開の請求に

す る雄 及0翅

知並びに公文書互

公開の実施

O

瞬

(13)所掌事務

に係る情報

公開及び個

人情報保護

に関するこ

と。

1

条例 (羽戎18年

月13日 条例第

〕 に基づく

公開の実施

○

2 長浜市伸l大脂璃

保護条例 (羽戎よ

年 2月 13日 籍夕l雰

21〕  をこ歯しづく鞭

時イこ重要 O

鱒

書

新 I日

2 長浜市個人情幸i

保護条例 (平成1[

年 2月 13日 条例鉾

21号)に基づく値

人情報の開示、詢

正又は利用停止め

請求に対する決定

及び通知並びに値

人情報の開示の崇

施

特 に畳

要
○

麟 人情報の開示ヾ

及

施

lttl

(17)所掌事

務に係る危

機管理に関

すること。

1 事務局におけ

危機対応の決定
O

2  課1こお1)

対応の決定
O

(18)所掌事

務に係 る行

財政改革の

推進に関す

ること。

○

119)そ の他

所掌事務の

執行に関す

ること。

1 国、

る意見書

ま 重要

出及び許認可の

請、

2 国、県、

及び関係団体等

の協議

負担金、

重要

(田各l

Qの 所掌事務

に係る危機

管理に関す

ること。

1 事務局1こお
`サ

を

制 芯の決定
O

2 課における鰯

対芯の決定
O

(18)所掌事務

に係る行財

政改革の推

進に関する

こと。

O

(19)所筆事務

に係る情報

処理に関す

ること。

1 情報システムc
導入及び運用の洪

定
重要 軽易

デジタル4

鞠
翻 十日蓮う

2 電子計算機等α

調達の決定 重要 賜

デジタルね

高辱 ri曽と〔

一一
一

一
　

〓



120)その他所

掌事務の執

行に関する

こと。

新 I日

鎖 十日当〕 金、交付金、措遷

費等の国又は県に

対する交付申請牙

破 鱗 の決定

1 国、県等に対す

る意見書、要望

書、計画書等の摂

出及び許認可の咋

請、副I申又は進達

時に重

要
重要

定例 .

暢 (1)交付申請 O 謝政・課長

(2)実績報告 O 麟

時に重

要
重要

定例 `

軽易

2回 、県、市町オヽl

その他の公共団イ本

及び関係団体等と

の鵬

(3)交付請求 O

(4)補助全等に

係る貝オ産夕と′刀C`

承認の申請

○

麟

3 負担金、補駁

金、交付金、緯

費等の国又は県に

対する交付申請汲

び交付請求の決定

4 陳情、請願等C

魁
持に重要 藝 軽易J

5 儀式の決定並0
に表彰、褒章、殖

謝状の贈呈及弾

状の授与の決定並

びに国又は県の碁

彰及び褒章に係を

絲

藝 1鬱

(1)交付申請 ○ 麟

(2)実績熙告 ○ 麟

(3)交付請求 ○

(4)補助金等に

係る財産処分¢

承認の申請

O

麟

6 関係法令等の通

反者に対する処チ

及び告発の決定

O

嚇

4「東晴、請願等¢

夕と理

特に重

要
重要 軽易 7

定
O

5 儀式の決定並0 特に重 重要 睡夢」 拗

新

に表彰、褒章、翔

謝状の贈呈及び婆

状の授与の決定並

びに国又は県の碁

彰及び褒章に係る

続

要 8  準や統″RttR

補償

収に伴う

く。) 重要 軽易

償♂)処理

為は、別表第

(2)に よる。)

9 行事 (会議、

明会、講習会、

談会等を含視 ) 重要 軽易

の開催、

後援の決定

重要 軽易

1

O

関

'る
協議

申請、照会、

告、通知等

の
して

く。)

重要

6

反;者 に対する

及び告発の決定

O

鰤 長

7 行政代執行の諌

定
○

8 債務保証、

補償

収に伴 うもの

く。)

償の処理

為は、別表第 1

(2)に よる。)

重要 辟上易

麟

謝ケ文ヨ課長

9 行事 (会議、

明会、講習会、

談会等を含む。)

の開催、

後援の決定

重要 軽易

麟 台

義

Ю 業務の受託の渉

定及び契約の締結

特 に蓮

要
重要 軽易

○
会言籐



新

BSする協議

13 許可証等の交代

の決定    ′ ○

14 協定の締結及つ

覚書の交換
重要 軽易

申請、照会、

告、通知等

特に蓮

要
重要

定例・

軽 場

(係 涙

の専沫

に係 る

ものを

余

く。)

定 例 。

軽  場

(業 務

の 遂 行

に 付 礎

して 之

要 な 値

別 の 照

期

15 統計及び調査C
実施、資料の心

集、作成、提出く

提供及び配布並0
に刊行物の発行

重要 軽易

16 寄附金及び寄酢

物品の受傾及びそ

の夕と/刀` の雄

の決定
○

(1)負担付きα

もの O

簡期帳

瞬

瞬

14 協定の締結及t

覚書の交換
重要 軽易

実施、資料の

集、作成、提出、

1こ干J侑酵勿の異紫予

重要 軽易

(2)その他のt

の 重要 軽易

瞬

麟

嬢

rャ公共申団体に朕
イすること。

の処分の決定

(1)紳鶏溶 ○

( 2)

導、

カ

指示

O(1)負担付きT

もの 〇

麟

麟

材政ヨ課長

新

(2)

の 重要 軽易

鰯期帳

麟

瞬

事務事業の

施、
重要 軽易

(他に規定する

のを除く。)

4勝の委イと

(1) 別表第1(2)支出負担行為伺及び決議の

表による。かかるもの

(2)その他の

の
○

刺台の決定
O

支所各課と
○

7 公共的団体に

すること。

(1)騨 ○

( 指示、2)

導、

カ

○

事務事業の

施、

(他に規定する

のを除く。)

特に目

要
重要 軽易

[9事務の委イ壬

(1)県の入本しに

かかるもの

別表第 1(2)支 出負担行為伺及び決議の

表による。

(2)その他の

の

20 有料公告掲載C
可否の決定

O
瞬

21 所掌事務に係を

支P酪 課ヽとの調整
O

一
　

三

154



(2) (2)支 出負担行翻 鵡

科 目

瞬

備考

市長 副市長 教育長
密夢r窄首1筆Б

長
課長 議

lttl

7 雛 費
300万

「
以上

〕00万
「

締

1件 60万 円以上

麟

1件800万 円以上

鱗 隈

注 1

8 旅費 O

lttl

10 需斤

費

悟耗毘

費

鐵
:口層J寡

本費

躙

800万
「

以上

300万
「

納

ガジタル行政推進后

]!局長 (情報管理推

当)(ただし、情鍋

システムの導入及U
電子計算機等の調遣

!こ限る。)

1件50万 円以上 ″

攻ヨ課長

1イ鞠(lll万円以上 絡

鱗 Б

○

所事事務に係

びに使用の差止め

鞣 認の取消

競

膳

副市長 始 長
数育 訂

屍
顧 舗

科 目

市長

lttl

盟政課長

ll牛890万円以上 絲

脚 長

注 1

,00万
「

ス上

300万「
締

7 報償費

O

膚泊を伴 うもの、垢

ケト出張は部局庶務

“当訪閣霊

8 旅費

(μめ

司:所僧

保

央議 :芽

的検査調

(80万「

翻

300万  「
以上

300万
「

納

1件30万 円以上 卿

嫌

1件800万円以上 終

鰈 帳

その他 O

費

Ю 需斥

新 I日

その他 O 1件坐万円

。 )及 び保 険

○ (自 賠責保険を

)具オ正女lヨ態

1 1イ

“

00万 円以上

費

1件30万 円以上

万 万

1件8oo万円以上

9

1件30万 円以上

万
(た だし

翻
000 000 000 万

0)
下

1イキ800万 円以上

役

費

O
1件50万 円以上の

(医療扶助を

。)及 び保

(自 賠責保険を

)貝オ政二課長

11+´800万円以上

9

2

3

その他
300万

「
以上

300万
「

納

1件50万 円以上 卿

政ヨ課長

1イ十́800万円以上 終

鋼 張

剃
2,lll10死

円以上

〕,000死

刊未満

1,000死

円以下

300万「
締

300方
「

納

ス 使用料及

賃借料

万 万 公と補譜マネジメシ

卜課 岳 (ただ し、土

幾等 の 調 達 に 師

る。)

1件型万円以上 ″

吹課長 (ただし、区

廉審査等は除く。)

1イ牛800万円以上 維

雛

地借上料に限る。)

1件30万 甲以上 彪

嫌

1イ牛800万 円以上 終

雛



新 I日

使用料及び

仰鞘

300万
「

以上

300万
「

納

鰯 鎚子与 工

請負費

;,000万

■以上

5,000死

司紬 告鮒       
「1件里万円以上

1件800万円以上

2

3

システムの道 入κ rⅢ

1件50万円以上

1イ牛80(l万円以上

;,000万

ヨ以上

;,000刀

コ]納

`髯

齢♂
1生

隠 鵬 廿r
300万

以上

1件30万 円以上 ″

嫌

1イ牛800万円以上 終

翻 帳

硲 公有財産貝喜

入費

2,lX10死

円以上

2,000万

円締

t,000万

羽以下

万 万

1件30万 円以上 ″

嫌

1イ牛800万円以上 絲

鵬

庄 2

14 工喜

講負費

伺
5,0(〕 0死

円以上

5,lXlo万

円紬

2,lll10刀

円赫

〕00万
「

舗

ス

備

購入費

2,000死

コ]以上

Z,000万

円納

t,000死

弓以下

万 万

1件30万 円以上 及

嫌

1件800万円以上 絲

鱒

鶏
5,Ol10死

司以上

5,lll10死

円納

2,000ア

円納

1件50万円以上

2

3

1件800万円以上
2,000万

η以上

2,000ア

円納

t,000カ

¬以下

万 万

2

15鵬
300万

「
以上

〕00万
「

納

件型万円以上

ll牛800万円以上

18 負担金、稀

助及び奈付金

を,000死

羽以上

2,000ア
コ]未満

し000万

ヨ以下

300万

納

Rオ政課長 (ただし、

研修参加負担金は 1

牛10万円以上l

lイ+800万円以上 維

錦 帳

庄 2

新 1日

主 3 (円害l

16 公有財産購

入費

2,000万

円以上

を,000万
]]労 市ヾ

1,000万

円以下

300万
「

納

300万
「

納

1件50万 円以上 カ

鱒

1イ牛81111万 円以上 雅

雛    

―

注 2

20離
2,lll〕0死

円以上

2,000万

円紬

[,000刀

刊以下 γ
円
階
円
騨

争:二
生 2

17 備湿

貝書八費

伺
2,000死

刊以上

2,000万

円締

t,000死

司以下

B00万
「

締

〕00万
「

締

1件50万 円以上

1イ牛31111万円以上

1件30万 円以上

補償、 000 000 000 万 万

及び賠償金 下 1件800万 円以上

l略)

端
2,lll10死

円以上

2,000ア

ユ]締

1,000死

円以下

300万
「

締

,0万
「

舗
23 投資及びH

鐙

〕,000死

■以上

2,000死

コ]納

t,000死

刊以下

1件30万 円以上

万 万

1件800万 円以上

生 2

t8 負担金、網

助及び交付金

2,000ア

円以上

4(X10死

司労ヾ 苗

と,000万

円以下

300万
「

縮

300万
「

締

1件50万 円以 L 巨 注 2

llキ800万円以上

挺 積立金

1件30万 円以上

万 万

1件800万円以上

(円各l

Ю 離
2,000死

羽以上

2,000万

円耕

t,000ア

羽以下

B00万
「

締

〕00万 F

本部苛 (

1件里万円以上 ″

醸

1イ牛800万円以上 雅

醐 硬

注 2 lttl

補 償 補蓼21

及び賠償金

2,000死

円以上

2,000玩

コ]納

1,000死

円以下

300万
「

納 '00万「
輔

1件50万円以上 彪

鱒

1イ伸 00万円以上 終

脚 長

注 2

11

一
　

〓



新 1日

lttl

お 投資及び世

簸

2,000ア

円以上

2,000死

円締

と,000カ

円以下 世|ヨ
拿:岳ltと と〕00万

舗

注 2

24積寸本
〕00万

メ上世辟二
l冊各l

注 1・ 注2 1ttl

注3 変更文は取消しにかかる支出負担行為決議の決裁区分は、契約検査課長専決と堂ェ

指定合議は不要とする。

(3)次長の事務における職務権限

麟

勤 擢 項 目 翻 備考

籍
教育部

次長

lttl

7)事務局内の

務分掌に関する

と。

○

(田各l

注1。 注2 1冊密l

注3 変更又は取消しにかかる支出負担行為決議の決裁区分は、契約検査課長専決とする

ことができる。

(3) 次長の事務における職務確限

錢

彬 熊 項 目
教育都

長

紬 陪

雑 次長

lttl

7) の

務分掌に関する O

と

(嘲
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議案第20号

教育委員会の所属職員の任免について

教育委員会の所属職員を別紙のとおり任免することについて、委員会の議決を求める。

令和 3年 3月 29日提出

長浜市教育委員会 教育長 板ヽ山 英信
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協議・報告事項 (1)

長浜市規則等の制定。改廃に関する概要説明書

担1 当 :幼児課

件  名 :長浜市保育料徴収規則の一部改正について

第 1 改正理由

未婚のひとり親については、住民税の寡婦控除の適用がなくても、申し出により市民

税の寡婦控除の適用があるものとみなして、保育料の算定を行つてきたが、令和 2年度

の税制改正 (令和 3年度住民税より適用).に より、未婚のひとり親の控除が市民税にも

適用となつたことから、本みなし規定が不要となり、削除するもの。

第2 要点

別表備考 7の未婚のひとり親のみなし規定を削除する。

第3 施行期日

令和 3年 9月 1日 から施行する。

(経過措置)

この規則にょる改正後の長浜市保育料徴収規則の規定はt令和 3年 9月 分の利用者負

担額及び保育料から適用し、同年 8月 分以前の利用者負担額及び保育料については、な

お従前の例による。
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長浜市保育料徴収規則 新旧対照表

新

別表 (第 2条醐

月初日の小学校就学前子どもの属する世 利用者負担額 l月 (円 )

保育標準時間 保育短時間

(昭和25年法律第14蓼謝 |こ

る被保護世帯 (単給世帯を含帆 )

び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

した中国残留邦人等

び特倉配偶者の自立の支援に関する

(平成6年法律30〕 による支援

と り

1 と り

13,

2 とり親世帯等 6,1

600円以上7Z800円未満 21,1

1 とり親世帯等 6,

800円以上97,000円未満 26,

800円以上77,101円未満で
72

と り

000円以上133,000円未満 34, 33,

Ｄ

４
33,000円以上169,000円未満 37

Ｄ

５
000円以上211,200円未満 45, 44,

D 1,

月W表 (第 2

月初日の小学校就学前子どもの属する世 利用者負担額 (月 額)(円 )

保育標準時間 保育短時間

(昭和25年法律第144号)に
る被保護世帯 (単給世祥を含む。)

滑な帰国の促

した中国残留邦人等

自立の支援に関する

(平成6年法律30号)による支援

0

とり親世帯等 0 0

とり親世常等

609円 納

2 とり親世帯等

600円 以上72,800円未満

と り

800円 以上97,000円未満

2
800円以上77i101円未満で

と り

000円以上133,000円未満 33,

3

000円以上lo9,000円未満
4

000円 以上211,200円 未満 44,

200円 以上301,000

66

61, 59,

7
1,000円 以上397,009円 未満61, 59,

7
,000円以上β97,000円未満

69,7169,
8

009円以上71,
8

備考

1 所得割額とは、地方税法 (昭和25年法律第協61∋ 第314条のア、第314条
の8及び第314条の9並びに附則第5条第3頂、附則第5条の4第 6頂〔附則第

5条の4の 2第 6項、附則第5条の5第 2項及び附貝l第 45条の規定の適用がない

ものとして計算した同法第292条第 1項第2号に規定する所得割の額をいう。

2 4月から8月 までの月分の利用者負担額にあつては前年度分の市町村民税を基

に、9月 から翌年3月 までの月分の和l用者負担額にあつては当該年度分?市町村民

税を基に決定するものとする。                       ｀

3 小学校就学前子どもの属する世常が次に掲げる世帯の場合で、B階層から市町村

醐 枠需1額77,101円 未満の世常に認定された場合は、この表の、それぞれのlナ白ヒ層

の下段に抑ザる和J用者負担額とする。             '
(Dひとり親世常 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭不日39年法律第129号)によ

′
 る配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世常 (ただし、教育・保育

給付認定保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)

(2)在宅障害児 lttlのいる世常 次に掲げる児 lttlを有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法 (日訴日24年怯律第囲3→∋ 第15条第4項の規定により身

体障害者コ恨の交付を受けた者 (在宅の者に限る。)

イ 療育■帳制度要綱 (日訴日48年 9月 27日厚生省発児第1561∋ の規定により療

奮熊 の交付を受けた者 健宅の者に限る。)

夕 精神保健及び精神障害者福佃こ関する携律 0夢日254辞難彬再123号)第45
条第2項の規定により精神障害者保健福祉コ帳の交付を受けた者 (在宅の者

に限る。)

工 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和39年法律第1341∋ |こ定める

特別児童扶養手当の響 ぐ在宅の者lこ限る。).

オ 国民年金法 (昭和34年法律第1411∋ に定める国民年金の障害基礎年金の受

給者その他適当な者 に宅の者に限る。)

第6条第2項に規(3)その他の世帯 市長が生活保護法

γ 朧 順 〕よ 亀方税法 蜘 %年購 焼 〕 第314条荻 嘉 1基
の8及び第314条の9並びに附則第5条第3頂、附則第5条の4第 6項、附則第

5条の4の 2第 6項、附則第5条の5第 2項及び附則第45条の規定の劇羽がない

ものとして計算した同法第292条第 1項第2号に規定する励鴇割の額をいう。

2 4月 から8月 までの月分の利用者負担額にあつては前年度分の市町村民税を基

に、9月 から翌年3月 までの月分の不ll用者負担額にあつては当該年度分の市町村民

税を基に決定するものとする。

3 小学校就学前子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、B「白L層から市町村

民統所得割額77,101円 未満の世常に認定された嚇合は、この表の、それぞれの
「白ヒ層

の下段に掲げる利用者負担額とする。

(1)ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和39年法律第129う によ

る配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世滞 (ただし、教育・保育

給付認定保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)

(2)在宅障害児 l者)のいる世滞 次に掲げる児 lttlを有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法 (昭和24年継律第郷3つ 第15,条第4項の規定により身

l本「車イ書者報 の交付を受けた者 (在宅の者に限る。)

イ 療育輔 」度要細 (昭不日48年 9月 27日厚生省発児第156う の規定により療

育串帳の交付を受けた者 (在宅の報こ限る。)

ウ 精神保健及び精神障害者傷祉に関する法律 (昭和25年法律第123弓め 第45
条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (在宅の者

に限る。)

工 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和39年法律第134号)に定める

特丹ilノ巳童扶養手当の支給対象児童 (在宅の者に限る。)

オ 国民年金法 (昭和34年法律第1411)|こ定める国民年金の障害基礎年金の受

給粋御嗽鱚 当な者 伯宅の者に限る。)

(3)その他の世滞 市長が生活保護法 第 6条第 2

l′



新 1日

定する要保護叡こ準ずる程度に困窮していると認めた世常
4 Cl～ D81砦層までの世帯であって、令第14条の2第 1項の規定による特定被
監護者等が2人以上いる世帯に該当するときは、次表の第1欄に掲げる小学校就学
前子どもが保育所又は認定こども園 lttF導莉9を不ll用 している際には、次表の第2

り計算して得た額をそのノl学校就学前子

ω  10円未満の端蜘ま切り る。

5 この表♂)不 ll用者負担線における年齢については、当該年度の初日の前日時点での
年齢によるものとする。

6 刀妙 前子どもの属する世帯がCl辟白ヒ層から市町村民税所得害″l質77,101円未
満の世帯1こ認定された場合であって備考31こ掲げる世帯に該当するときは、備考4
の規定にかかわらザ(次表の第1欄に掲げる小学校就学前子どもが保育所又は認定
こども園 l長時翻 を和l用 している際には、次表の第2欄の額をその小学校就学前
子 ど とする。

7  箱 と同一の世常に属する
絢 サ旨定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外
の市田」ォ、子の動 内に住所を有する者とみなした上で特鱗 ・,群朝磁時の不l用者
負担額に係る市町村民税所得割を算定する。

第1欄 第 2欄
ア 令第14条の2第 1項の規定による特定被監護者等のうち
最年長の子どもから順に1人目の子ども  |

口l用者負担割 こ定める

!頁

イ 令第14条の2第 1頂の規定による特慮捜監護者等のぅち
最年長の子どもから順に2人目の子ども

利用者負担額に定める

額×05
ウ 令第14条の2第 1項の規定による特定被監護者等のうち
最年長の子どもから順に3人日以降の子ども

0「

第 1欄 第2欄

よる特定被監護者等
のうち最年長の子どもから順に1人目の子ども

令第14条の2第 1

14条の2

の う どもから順に2人日以降の子ども

1項の規定に

定する要保護者に準ずる程度に因窮していると認めた世帯
4 Cl～ D8卜名ヒ層までの世帯であつて、令第14条の2第 1項の規定による特定被
監護者等が2人以上いる世帯に該当するときは、次表の第1欄に掲げるイ学校就学
前子どもが保育所又は認定こども園 lttF希0を利用している際には、次表の第2

欄により計算し する。

(p 10円未満の端数lま切り捨てると
5 この表の利用者負担額における年齢については、当該年度の初日の前日時点での

年齢によるものとする。               !
6 小学校就学前子どもの属する世常がCl階層から市町村錦    

「
時貯,101円未

満の世常に認定された場合であらて備考31こ掲げる世帯に該当するときは、備考4
の規定に力菊わヽらず、次表の第1欄に掲げるイ学校就学前子どもが保育所又は認定
こども園 (長時綱 を禾ll用 している際には、次表の第21開の額をそのイ学校就洋前

とする。

がマ事実芸婚図閣際日翻熟騨紳静郵妥朝藩契華婆R「),―をもていないものについて

豊 教育・保育給付認定保護者又は教育 `保育給付認定保護者と同一の世常に属する
者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外|
の市町対の区以内に住所を有する者とみなした上で特定教育・保育施設等の不ll用者十

第 1欄 第2欄
~/ 

令第14条の2第 1項の規定による特定被監護者等のうち
最年長の子どもから順に1人目の子ども

ΠJ用者負担額に定める

預

イ 令第14条の2第 1頂の規定による特さ捜監護者等のうち

最年長の子どもから順に2人目♂)子ども

,l用者負担御こ定める

顎×05
夕 令第14条の2第 1項の規定による特定被監護者等のうち
最年長の子どもから順に3人目以降の子ども

0「

第1欄 第2欄

万 令第14条の2第 1項の規定による特定被監護者等
のうち最年長の子どもから〕鳳こ1人目の子ども

制用者負手日額に定める額

イ 令第14条の2第 1項の規疋
~に

よる∞
のうち最年長の子どもから順に2人日以降の子ども

0「

新 I日

負担額に係る市町村民税所得割を算定する。
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協議・報告事項 (2)

長1浜市規則等の制定。改廃に関する概要説明書

担  当 :幼児課

件  名 :長浜市認定こども園一時預かリサービス事業実施要綱の一部改正にういて

第 1 制定 ▲改廃理由

利用対象者の規定をわかりやすく改めるため、及び申込書様式に利用料の滞納があつ

た場合に財産調査を行うことに対する同意丈を追加するため等の理由により、長浜市認

定こども、園二時預かリサービス事業実施要綱の一部を改正するもの

第2 要点

1 利用対象者の規定を明確化する改正 (第 3条 )

2 引用条項の改正 (別表第2)

3 財産調査の同意文を追加する改正 (様式第 1号 )

第 3 施行期 日

令不日3年 4月 1日 から施行する。
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新

長浜市認定 こども園一時預か リサエ ビス事業実施要綱 新 旧対照表 詈
脚

重

(糊 ⊃
第3条 事業の対象となる児童 (以下「対象児童」|いう。)は、満6か月距 J学校
就洋前までの児童で、次の各号の■ゞ 為 Wこ該当するものとする。

生堕 本市の区域内に住所を有する児童で、幼稚園、保葡帆 認定こども園等に在籍
していないもの

(2)本市の区域内に住所を有する児童で、子ども。子育て支援法 (判抱 4年惨律第
65号l第 19条第1項第1号の認定を受けたもの l不 ll用 している教育・探育施設が長
期休業の期間に限る。)

(3)本市の区域内に住所を有しない児童で、その保護者の出産による里帰りによ
り、一時的に本市のF劫内円雪住しているもの

空Q 本市の区域内に住所を有しない児童で、その保護者が本市の区域内に勤務する
もの 働稚園、保育所k認定こども園等に在籍していない者に限る。)

(5)その他市長が必要と認める児童

別表第2(第 9菊翻瑠

区 定義 利用料

針射E鋤

第3条 事業の対象となる児童 (以下「対象魁勤 という。)は、本市の区域内に住所
を有する就学前の者であって、子ども・子育て支援法 (判披 4年 s月 法律第

“

号も以
下「法Jという。)第27条第1項の特定教育・保育及び同法第29条第1項の特定地域
型保育を受けていないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、対象児童とする。ただし、

児童福祉法 (昭和22年法律第164〕 第24条の規定による保育の実施の対象となる場
合を除く。

(1)本市の区域内に住所を有しない児童のうち、その保護者の出産による星帰りに
より、一時的博 市ヽの区域内円腎住する児童

(z4 本市の区域内に住所を有しない児童のうち、その保護者が本市の区域内に勤務
する児童

131 本市の区域内に住所を有する法第19条第1項第1号に掲げる河学校就学前子ど

もに該当する認定を受けた者であって、その利用している教育 :保育施設が長期休
業中であるもの

141 その他市長が必要と認める児童

別表第21第 9条闘Ю

区 定義 和l用料

分 3裁勝k涌り尾 3歳児 4湾励メよう尾

1日 半 日 1日 半 日 1日 半 日

1 長浜市保育料徴

収規則 (平成27

年長浜市触 ll第

37号l卿底 似

下「別表」とい

う。)の Al】皆層

に属する世帯

0円 0円 0円 0円 0円 0円

2 別童のB)皆層又

はCl砦層に属す

る世帯

800円 400円 600円 300円 500円 250円

3 別表のD階層に

属する世帯

2,300円 1,150円 1,200円 600円 1,100円 550円

新

分 3舟勝ktti)巳 3涛砂E 4歳以上児

1厨 半 日 1日 半 日 1日 半 日

1 長浜市保育料徴

収規則 (平成27

年長浜市規則第

37号)別表第2

(以下「男可表第

2」 という。)

のA階層に属す

る齢

0円 0円 0円 0円 0円 0円

2 別表第 2の B階
層又はC臨ヒ

層に

属する世帯

800円 400円 600円 300円 500円 250円

3 別表第2の D階
層|ヨ隠する世滞

2,300円 1,150円 1,200円 600円 1,100円 550円
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新 十日

様式第1号 (第 7条醐
―時預か リサ ービス事業利用中込書

秦
釧

亀 雷

―崎領か リサービス手業を和l用 したいので 長腕t保看前L■預かリサービス事業莫鮨要網第 7条 に基

(  〉非定型ゆ森管サービス 年  月   日～   ■  月   日

(  )繁亀保奮サービス

日,   ■、   日、  日   日
(  〉私命理由によるサービス

時  分～  0今   分

J寺預かり,“ ビス事業のIJ用が翠甜された場合は 刊用料算定0た転 私及備 B著 その他生計を―に

する扶条義あ書の緬人情報をすがil用すること及そ溺 m也市町村へ照参 取毎することを承識します。

利用料の1帝inがあつた場● H'雇 1獅こぬl大,野について すが首公,及び関係観間に調臨毎を行うことを

様式第1号 (第 7条闘Ю
一時顔かり

'一
ビス挙来祥l第 中込空

け rlか 彬サー 七́ ス▼・ 真 を ■ll‖ した マヽ の で  整 ,Ffrr卜 Fデけ′一。

'll力

・

'サ

ー
イ
XV室 案 4要 無 盛 7え に

'奏

(  )非 t超確,,才 ■―rA

(  )霧 森保言ナーどイ

(  )lil'こ

'す

る  /  (  づ利,ri与 とい

重匿    

―

歴筆ひ蛯孝藤 総研搬籐流察統嘉翌齢 鉄建監絆雉繋
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第

協議・報告事項 (3)

長浜市規則等の制定。改廃に関する概要説明書

担  当 :幼児課

件  名 :長浜市保育ルエム事業実施要綱の一部改正にういて

第 1 制定 。改廃理由

税制改正に伴い、みなし寡婦の規定を削るため、及び申込書様式に利用料の滞納があ
うた場合に財産調査を行うことに対する同意文を追力日するため等の理由により、長浜市

保育ルーム事業実施要綱の二部を改正するものⅢ

2 要点

1 別表備考第 3項のみなし寡婦の規定を削る。

2 様式第1号及び様式第3号から様式第5号までを改める。
(財産調査の同意文を追加、自署の場合の押印を不要とする等 )

第3 施行期日

令和3年 4月 1日 から施行する。
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長浜市保育ルーム事業実施要綱 新旧対照表

別表 彿 5

利用者負悧閣雷区分 和l用者負担額 月額 l円 )

A 0

Cl 4,150

C2 6,730

Dl 11,390

D2 14,790

D3 19,140

D4 21,590

D5 26,250

D6 30,600

D7 35,320

D8 42,099

陸          .

1 利用者負担″白ヒ層区分は、長浜市県翻 規則 (平成27年長浜市規則第37動 即!

表の各月初日の河■枝就学前子どもの属する世常の眸白ヒ層区分とする。

2 4月から8月 までの月分の利用者負担額にあつては前年度分の市町村民税を基

に、0月 から翌年3月 までの月分♂)不 ll用者負担額にあつては当該年度分の市町村民税を

基に決定するものとする。

別表 (第 5

陸
1 和l用者負担階層区分は、長浜市県翻 規則 (判穆 7年長浜市規則第37〕 別!

基に決定するものとする。

つ し

算定する。

4 第 3条第2項の規定により延長して行う時間帯における事業の和l用に係る費用負

担怨は男咄こ定める。

押_額t調に 定める。   |

禾IJ用者負担階層区分 和l用者負担額 月額 (円 )

A 0

B 250

Cl 4,150

C2 6,730

Dl 11,390

D2 14,790

D3 19,140

D4 21,590

D5 26,250

D6 30,600

D7 35,820

D8 42,000
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十日

様武第 1号 l第 4 様式第 1号 (第 4
長携市像育ル ‐ム

=葉
お1月 中込寺長漂市繰育ル“ム事業播l用 帝込書

汁象兜五 年  戸  巨

申 込
=

兵浜市

翻   問
年   月   日 ～

利用希望

時  間 利用希望

児

冨旨

三ξ
員

適絡売 (電語帝
=)

瞬  考

法 1「像言の″望世J蝙には 次 0〉 1～ 7の 時
1:就 労 か,線 出産 a:演病 障害  4彰
注2上記「保育の2軍世lを話明する書類 ,

完重 0)
なし  あ り (諺税名 '梵票筆

そ の 他

兵滅市條言ルーム
=票

を莉河したぃので、長浜市保育ル彎ム
=崇

宴距要網第 4条策 1=真 0,観定により

たとき 又は

“

込P,容に変更が生したときは

様式第3号 (第 4条関係)

長議市保奮ルーム事業を耳f用 したいの■、長嶺

'イ

黒
=ル

“ム事熊案Fd要縮,4条第 1蠣 のチえ定イ〔より

決めとおり申し込みます。なる、保育舶:費のIJ用 が決定したとき、又 1凛 中込み内容 tξ 翼更が生したとき

ヽ表免重
男 女

■  月  日

申 払 士

(保離者 )

利用希望

瑚  問
年   月   日

利用希望
1,  問

H寺 分
H◆ ナ

■理日の
オザ用希望

口 す る (毎週 /轟 定燿 (

■
争兄
髯旨
三冨゙
ξ

氏  名 逮絹売 (電替l降■ )

″,要七 1開  お

?:就 学

売菫 (D

健康 1☆況

病 気 帝 な し  あ り (珍防名 ,覚要等

なし  あり (ワ断名 ,棄栗毎

乳幼売健診 4か舞  IOか 月  1歳 Bか 月  2残こか月  末受鬱

そ の 1ヨ

構 4

子∫用可否に係る客4及びrl用 者負担額 0〉纂定資11と して、r′えび配協
=ぞ

0)他

とHlを ―にするf共韓 務
=の

個人情報を

'が
イJ肩すること及ひおB俯イ也市苛村に照

会又は取得サることをな請します。また、市がミ0中込■tt記 観の内容及びrJ周

軒k関する情氣を事業の冥施ケ〔必要な範囲で使用することを承話します。

捩越登重ヨ_______   印

年   月  日 年   月  日

長 浜 市 保 育 ル ー ム 事 業 不J用 申込 取 下 居 出 善

長浜市長 あて

電 話

(自署の場合は押印不要)

(    )

長浜市保育ル ーム事業の申込みについて取下げをしますので、長浜市保育ルーム事業実施要

細第 4条第 3項 の規定 しCよ り、次のとる
｀
り届け出ます。

利 用 申 込 者 氏 名

対 象 児 童 氏 名

取 下 げ の 理 由

ロ イ黒含 所 等 の入 所 が 決定 したた ら

□ 梯 出 (毎 居)す るため

□ 保 育 の必 要性 が な くな ったた め

国 家 庭 保 育す るた め

口 そ の他 ( )

長 浜 市 保 育 ル ー ム事 業 利 用 申込 耳又下 居 出書

長浜市長 あ て

展出著 住 所

氏 名

亀語番号

長浜市保育ル rム事業の申込みについて取下げをしますので、長浜市保育ルーム事業実施要綱

第 7粂第 3

所

名

住
　
氏

出者居

」

【

営

新

対 象 児 童 氏 名

取 下 げ の 理 由
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様式第4号 (第 7条闘Ю 4号 (第 7条関係)

長 浜 市 l黒 育 ル ー ム事 業 利 用 終 了居 出誓

年   月   日 年   月   日

長 浜 市 保 育 ル ー ム事 業 不げ用 終 了届 出書

長浜市長 めて

届 出者 住 所

氏 名

電 話

く自署の場合サ冒甲中

(    )

長浜市保奮ルーム事業の希J用 について、下岳この理由により利用を終了しますので、長浜市保育ルー

^事茉実施要網第 7条第 1'員 の規定により、次のとおり居け出ます。

千げ 用 申 込 者 氏 名

対 象 児 童 氏 名

利 用 終 了 日 年    月   日

利 用 を 終 了 す る 理 由

口 保 育 所等 の入 所 が決定 したた め

口 |二 出 (株 居)す るため

□ 保 育 の必要性 が な くな ったた め

国 家 庭 保育す るため

口 そ の他 ( )

長浜市長 あ て

届 出者 往 所

氏 名

電話番号

長浜市イ黒百ルーム事業の利用たつヽヽて、下記の理由により利用を離冬7し ますのく 長浜市保奮ル

―ム事業実施要網第 7条第 lr買の規定により 次のとおり居 ,ウ 出ます。

利 用 者 氏 名

対 象 児 童 氏 名

利 用 を 終 了 す る 理 由

利 用 終 了 日 4  月  日

新 1日

様式第5号 (第 7条闘Ю

年   月   H

長浜市保育ル =ム 事業利用変更属 出書

長浜市長 あ て

居出者 住 所 長浜市

氏 名

電 雷

(自をの場合サ沼甲躯終動

(    )

長浜市保育ルーム事業の利用につ単ヽて、利用申込書の記戯内容に変更があったので、長浜市

イ黒育ルーム事業実施要制第7条第 2蠣 9規定により、次のとおり変更を月け出ます。

利 用 申 込 者 氏 名

対 象 二 重 氏 名

変 更 内 容 変 更 前 変 更 後

□ 住 所 長 浜 市 長浜市

□ 氏 名

口保育の

必要性

回就労 □舛 ,康・ 出産

□疾病 障害 口介護 者護、

口災害復 f日  □求 確 口就学

□ 獄 労 口

'と

l辰 '出 康

□ 療 病  障 害  □ 介 護  看 月盛

口 災 著 復 l日  口 求 段 口 就 学

□ 利 用 期 間
年

年

月

月

日～

日

戸

月

年

年

日 ～

日

回利用時間 時  分～  時  分 時  分～  時  分

口 その他

様式第5号 (第 7

年   月   日

長 浜 市保 育 ル ーム事 業利 用変 更 F直 出書

長浜市長 あ て

属 出者 住 所

氏 名

電話番号

長浜市保育ルーム事業の千よ用につWIて、利用申込書の記鼓内容に変更があったので、長浜市保

育ルーム事業実施要組第 7 笠定により、次のとる
｀
り変更を居け出

千∫ 用 者 氏 名

対 象 児 童 氏 名

変 更 の 内 容
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協議・報告事項 (4)

長浜市規貝J等の制定。改廃に関する概要説明書

当 :幼児課

名 :長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱の一部改正に

ついて

第 1 制定 。改廃理由

民間認可保育所、認定こども園が実施する感染症防止紺策経費の補助 (間接補助)に
ついて、国要綱が改正されたことがら、本市関係要綱の一部を改正するものを

第2 要,点

要綱における補助対象事業を定める別表中、補助基準額を利用定員により30万円、

40万円、50万円に改めると

第 3 施行期 日

令不日3年 4月 1日 から施行する。

担

件
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新

≡月→祟争荏二月11 補助対象事業 補嚇 難 補助要件及輔 助鞠

lttl

(9)保
翔
鼎

(ア)滋賀県保育対策総合
支援事業の実施につしヽて
伶 和元年11月 15日 付け滋

子青第2397号)の別添 6に
規定する滋ノ賀県保講 改
善等事業実施要細に基づき
実施する事業    :

保育改善等事業
を実施するため
に必要罐

(1)
業当た

基本改善事業 1事
り

7,200,000円

(2)環境改善事業 1事
業当たり

1,029,000円

(イ)認可保育所等設置支
援事業の実施について (平

成29年 3月 31日付け雇児発
0331第30号厚生労働省雇用

薪募ξ議響離畿
幻 呼 鶏 発 軌 珈 t盛
づき新 る事業 (3の

嶺なPPに賊する鞘こ

lttl

肖1る

別表 (第 3条醐 (第 3

将目゙雫ヨロ留BI〕 補助対象事業 補助対象経費 補助要件及び補助基準
額

lttl

］鋤鶏
(ア)滋賀県保育対策総合

支援事業の実施について
鱒 日元年11月 15日 付け滋

子青第2397〕 の別添6に
規定する滋賀県保育環境改
善等事業実施珈 こ要争づき
実施―ナる事業

保育改善等事業を
実施するために必
要な経費

(1)鉢 藁禁喋 1

事業当たり
^

7,200,000円

(2) 塀説竜畔 1

事業当たり

と,029,000円

(イ)認可保育所等設置文
援事業の実施について (平

成29年 3月 31日 付け雇児発
0331第30号厚生労働省雇用
歩盛μ睾言・歩宅邁置易詢睫9勒 つ
の別添71勘蔽す る保育環
境嵌雷辱事業実施要綱に基
づき実bt″る事業 (3の
(2)の④に胡とする事業1こ

限る。)

1瓶裁当たり500,000

円以内

(略 )

長浜市民間認可保育所及び認定こども園運営補助金交付要綱 新旧対照表

新 I日

2
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協議・報告事項 (5)

長浜市規則等の制定。改廃に関する概要説明書

担  当 :幼児課

件  名 :長浜市病児保育施設整備費等補助金交付要綱の一部改正について

第 1 制定 。改廃理由

病児保育事業実施事業者が実施する感染症防止対策経費の補助 (間接補助)について、
国要綱が改正されたことから、本市関係要綱の■部を改正するもの6

第2 要点

要綱における補助対象事業を定める別表中、補助基準額・上限額を 1か所当たり
30万円に改める。

第3 施行期日

冬奏日3年 4月 1日 から施行する。
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長浜 市病児保 育施設整備費等補助金交付要綱 新 旧対照表

新

別表 (第

翻 癬 補助基準額
補助対象
鮫

補助
率

上限額

l略)

鰐イル

／

０

別表 (第 4条醐

補助対象事業 補助基準額
補助対象
鱗

補助
率

上限額

lttl

ど

液等の卸・身更ネ土からの‐括購入
'にかかる経費がある場御ま、当
該経費を差し引いた後の額とす

生

1か所当た り
500,00(l円イル

てヽ

3月 10

け府子本
号 内

)

レ
Ю

「子ども

る

イ
廻

ウ
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協議・報告事項 (6)

長浜市規則等の制定。改廃に関する概要説明書

担  当 :幼児課

件  名 :長浜市すくすく子育て支援事業補助金交付要綱の一部改正について

第1 制定 。改廃理由

認可外保育所のうち企業主導型保育事業所については、国から運営費等の助成が行わ

れており、他の認可外保育所との公平性の観J煮から補助の適正化を図るためく本要綱の

一部を改正するもの。         i

第2 要点

要綱における補助対象の除外規定に企業主導型保育事業所を加える。

第 3 施行期 日

令不日3年 4月 1日 から施行する。

!
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長浜市す くす く子育て支援事業補助金交付要綱 新 旧対照表

新 十日

閣

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

(1)認可外保育施設 本市の区域内に所在する法第39条に規定する施設で、滋

賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める

条例 (平成24年滋賀県条例第64号)その他の指導要綱に適合すると市長が認め

るものをいう。ただし、次のいずれ力Wこ該当する施設等を除く。.ア
・イ lttl             '

立 子ども・子育て支援法 (平成24年法律第65号)第 59条の2第 1項の規定に

務を目的とするものに限る。)

工 この要津岡による補助金の交付申請時において、納期限が到来している市

税及び国民健康保険料 (税)に未納がある施設等         「

(2)・ (3) lttl

l定劫

第2条 この要l綱 にぉぃて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

(1)認可外保育施設 本市の区域内に所在する法第39条に規定する施設で、滋

賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める

条例 (平成24年核賀県条例第64号)その他の指導要細に道合すると市長が認め

るものをいう。ただし、次のいずれ力】こ該当する施設等を除く。

ア・イ (略l

立 この要綱による補助金の交付申請時において、納期限が憂1来 している市
. 税及び国民健康保険料 (不)色)に未納がある施設等

(2)・ (3) ωЭ
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協議・報告事項 (7) 目

案件名

旧七尾小学校の不U活用について

公募経過

旧七尾小学校については、将来的に市で利用する見込みがなく、市有財産の有効活

用および維持管理経費の削減の観点から土地・建物を民間事業者に無償貸付する方針

を平成 30年 10月 に決定しました。同年翌月には、プロポーザル方式による市有財産

の貸付け公募を行い、交渉権者 (利活用候補者)を決定しましたが、本年度、新型耳

ロナウイルス感染拡大の影響等から交渉権者が辞退される事態となったため、民間事

業者から提案を受け付ける公募型プロポーザルを再度実施します。  |

公募内容

前回の公募条件を基本に地元と調整

・ 校舎、体育館、運動場、プール等を下括貸付

・ 施設周辺の地域活性化や地域の発展などに資する提案が含まれること

, 無償貸付

・ 貸付期間は10年 (更新可)

今後の主な手続 き (予定 )

令和 3年 4月 上旬～令和 3年 5月 上旬  提案公募

令和 3年 5月 中旬  i         優先交渉権者 (利活用候補者)の選定

令和 3年 5月 下旬           優先交渉権者と仮契約 (6月 議会 :本契約)

貸付財産 :旧七尾小学校 ・浅井子 どもの館跡地

所在地 長浜市佐野町 22番地 外 27筆

土地
実測面積

地  目
現況地目 : 学校用地

登記地目 :山林 `原野公募面積 25,821ポ

建 物
校舎 2,096ポ プール付属棟

体育館 710ポ 物置、灯油庫、自転車小屋等

坤

｀

  移
‐―

″‐

七尾山
広域農道

蝉 メk~‐

国道 365号

プール

駐車場

グラウン ド

子ども館

解体済
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協議・報告事項 (8)

令和 3年長浜市議会 3月 定例会一般質問答弁要 旨

※ここに記載さ、れている内容は教育委員会事務局で要約したものであり、実際の答弁とは異なるところがあります。

◆代表質問

議員 質問要旨 答弁要旨 答弁者 担 当

中鳥 康雄 将来を担 う子どもた

ちにも、早い段階から、

社会の一員・ 主権者 と

い う自覚を持たせるた

めに、子どもたちの政

治意識の醸成として、

学校教育と選管、地域

が連携 し、参加・体験

型の学習を充実させる

ことが必要と考える

が、当局の見解を問 う。

義務教育段階においては、教科学習や教育活動

全体の中で、基礎的な学習を基に社会妻象を多面

的・多角的に考察する力を養うことが重要と考え

ている。教科学習の中で民主主義の基本原理を学

んだり、話し合い活動や調べ学習を通して情報活

用能力さらに情報選択能力を身に付け、児童会や

生徒会活動で主権者としての主体的態度の基礎を

身に付けていく経験が非常に大切であると捉えて

ヤヽる。

若者の政治離れが進んでいると言われる昨今、

今後さらに、子どもたちがより主体的に取り組め

る児童会や生徒会活動を推進していきながら、議

員ご指摘のような関係機関と連携した参加・体験

型学習を通して、さらに主権者としての自覚、主

体的態度の育成につなげていきたいと考えてい

る。

教育長 教育指導

課

山崎 正直 今年度、市内で 2番

目の義務教育学校とし

て虎姫学園が誕生し

た。

この 1年間でどのよ

うな成果や変容があつ

たか。あわせて、今後

の小中一貫教育の取組

について問う。

虎姫学園の取組を検証するため実施 したアンケ

ー トでは、 9割以上の児童生徒が学校は楽しいと

肯定的評価を示 している。また、配慮の必要な児

童生徒に対して複数の教員で指導できたことで、

落ち着いた学習環境が整いつつある。

さらに、ち・ 6年生を中心に専科指導を実施 し

たことで、教職員がその指導方法等について学ぶ

機会が増え、授業力の向上につながつたとの報告

を受けている。

一方、保護者・地域の皆様より、一つの学校と

しての一体感や異学年間交流が不十分であるとの

声も伺つている。

そのような開校 1年 目の成果と課題を検証し、

次年度からの具体的な教育活動に生かすことによ

り、9年間を見据えた系統的な学びを保障し、児

童生徒、保護者、地域の皆様に小中一貫教育の効

果を実感していただけるよう、努めていく。

教育部

長

教育改革

推進室

(再問)以前視察した

浜松市では、市内全小

中学校で小中一貫教育

義務教育学校を運営する中で目指すものは、指

導の系統性、学習指導上の優位性、小中両方の教

員による実践研究、児童生徒の意識能力の向上、

教育部

長

教育改革

推進室
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に取り組んでいたと長

浜市でも、虎姫学園の

ように、河`中が交流す

る取組がもつとできる

と考えるが、今後の展

望を問う。

異学年交流や小中合同の活動による効果などであ

る。現在の長浜市の小中一貫校は、垂直的なつな

がりであるとこうした効果のエンセンスを今後検

証 し、どう活用するかを研究するなかで、水平的

な展開についても併せて研究し、取 り組めるもの

については実施 していきたい。

ESDIま 「持続可能

な開発のための教育」

のことであるとその目

標にイま、

Oすドての人が質の高

い教育の恩恵を享受す

ること

○持続可能な開発のた

めに求められる原則、

価値観及び行動が、あ

らゆる教育や学びの場

に取 り込まれること

○環境、経済、社会の

面において持続可能な

将来が実現できるよう

な価値観と行動の変革

をもたらすこと

等があるが、長浜市の

教育はESDに 関して

どのように取り組まれ

ているのか問う。

市内 2校 (西中学校、西浅井中学校)が、日本

におけるESDの 推進拠点となるユネスコスクー

ルに力日盟するなど、ESDの 視点に立った学習活

動を取り入れている。この ?校ではヽ長浜曳山ま

つ りや山門湿原など、身近な所にある自然や歴史、

文化に触れなが|ら 、郷土愛を育み、将来にわたつ

て守りつないでいくことの大切さを学んでいる。

また、市内の小中義務教育学校では、地域の自

然環境や文化財 といつた特色ある地域教材を活用

しながら、自分自身や地域を見つめ直す学習活動

を継続 して行つてきた。

今後は、それらをESDと いう新しい視点で捉

え直すことにより、社会における様々な問題を自

らの問題として提え、解決に向けて主体的に行動

できるよう、必要な考え方や価値観を育み、持続

可能な社会の実現に向けた学習に取 り組んでいき

たいと考えている。    '

教育部

長

教育指導

課

(再間)高時小学校に

おいて「ESDテ ィー

チャ
=ズ

」認定が行わ

れ、それに認定された

教員が、ESDに つい

て広めていく活動を行

つている。今後ЁSD

に関する取組を広めて

いくような施策につい

てどのように考えてい

るか問 う。

子どもたちが行 う様々な取組を通して、その価

値観を変えるような視点を持たせていくことが大

切と考える。ESDと いうのは、SDGsを 教育

的に解決していこうとする取組である。

例えば「食べ物」という視点で考えると、食べ

ることだけであつたら、どんな栄養価や効果があ

るのかだけで終わつてしまうことも、同時に食べ

物を残 したり(作つたりするという違った視点で

捉えてみることもできる。さらに、そのために自

分たちはどうするのか。社会的にどう役に立ち、

どのような影響を及ばしているのか。そ ういつた

学習をしていくことがESDの 普及推進につなが

つていくと考えているので、様々な取組を通 して、

価値観や視点を変えるような指導を進めたい。

教育部

長

教育指導

課

I
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山崎 正直 給食費公会計制度や

校務支援 システム等は

教職員の働き方改革を

大きく進めるものと思

われるが、それによつ

てどのような効果が期

待できるのか所見を間

う。

まず、「教職員の業務負担軽減」が大きく進む。

具体的には、現在中学校において教職員が行つて

いる給食費に関わる・督促業務が削減される。また、

学籍・出欠管理・成績処理等の機能が二括管理で

きることで業務の効率化が図られ、市内共通のシ

ステムを使うことによつて(教職員の事務作業の

利便性が向上するものと考えている。

このように、現在の働き方改革に加え「孝女職員

の業務改善」が進むことは、「子どもと向き合う時

間の倉U出」につながリギ「教育の質的改善」に効果

が期待される。特に、校務に関わる情報が義務教

育の9年間一貫して体系的に蓄積されることは、

子どもの学習や生活の状況を「可視化」でき、教

育活動の向上に繁がつていくものと考えている。

教育部

長

教育指導

課
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◆個人質問 言

目

議員 質問要旨 答弁要旨 答弁者 担 当

新型ヨロナウイルス

感染症への対応が必要

になつて 1年が経過 し

た。それぞれのセクシ

ョンで新型コロナウイ

ルス感染症対策に取 り

組んでいただいた。

この一年を振 り返つ

て、各部局における新

型コロナウイルス感染

症対策の総括とこれか

らの施策展望について

問 う。

この下年は、新型コロすという未知のウイルス

に対して、確証を伴わない決断 ,選択を迅速に求

められるという事の連続であり、大変困難な状況

であった。

そのような中、市内病院の院長をはじめ専門家

で構成する組織を早々に立ち上げ、そういつた専

門家の助言・指導をもとに有効な対策を講 じてき

た。

また、今まで以上に校園長会との連携を密にし、

現場とも十分協議 しながら学校・園を運営してき

た。

このように、教育委員会だけでは対応に限界が

あるため、各方面とも十分に連携して対応 してお

り、この経験を糧として、新型耳ロナウイルス関

連だけではなく、今後の様々な問題への対応にも

生かしていけると考えている。

また、前例のない事態への対応を通して、改め

て学校・園の存在意義について考えさせ られた一

年でもあつた。一例ではあるが、今までごく当た

り前に実施 してきた修学旅行等の行事にっいて

も、子どもたちの思いを十分考えながら、各校で

実施の意義や目的、効果を再考し、検討するとい

う活動に繁がつた。この経験は、今後の学校運営

や職員の働き方改革にも十分生かすことができる

と考えている。

新型コロナウイルスヘの対応については、予断

を許さない状況が続くと考えているが、学校・園

において、主役である子どもたちの学習権を保障

し、安全安心に過ごすことができるように、より

一層気を引き締めて今後も全力で取り組んでいく

所存である。

(再問)私も現場の声

を聞きながら、モチベ

ーションが上がるよう

な方策を考えられない

かということで訪問さ

せていただいた。その

ことを踏まえ、どのよ

うに考えているか聞か

(教育委員会分)昨年 3月 から5月 まで学校・園

を休業 した。その間、たくさんの関係者の方に視

察をいただき、感謝申しあげると

医療従事者や福祉施設の職員の皆さんには大変

なご苦労をいただいた1年であつたが、この場で

お伝えしたいのは、就学前教育の職員も同様だと

いうことである。

O、 1(2歳の子どもたちに対して3務を避け
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せていただきたい。 る保育は不可能である。また、マスクを着けさせ

ること、マスクを着けることの意義を理解させる

ことも難しぃ。その中で、この 1年間侭育国、幼

稚園、認定こども園の先生方にはご苦労いただい

た。その努力に、頭が下がる思いである。

また、学校の休業中には、学童保育を年前中か

ら実施してきた。その際には、市内小学校の教員

が、自ら申し出て子どもたちの対応にあたつてい

ただいた。

こういう方々の影の努力もあり、本市の学校・

園では大きな感染拡大をすることなく、本日を迎

えられていると認識している。昨日、県車高等学

校の下般入学試験が行われたが、長浜市内で新型

コロナウイアレスの影響で試験が受けられなかつた

生徒はいなかつた。市内の学校・園ではこれから

卒業式、卒園式を控えている。引き続き気必う|き

締めて取り組んでいきたい。

高山 亨 長浜市ではすでに、

小中とも「35人以下

学級」が実現されてい|

るが(国が示した新 し

い基準の方向によつ

て、長浜市の教育はど

のような影響を受ける

ことになるのか問う。

法の改正に関わらて、本市が直接影響を受ける

ことはないが、今後は、学校や子どもたちの状況

等に応じて、柔軟かつ弾力的に対応をしていく必

要があると認識している。

教育長 教育指導

課

(再問)教員定数に関

わる法改正により、教

員定数の計算方法が少

し変 わ る と聞いてい

る。例えば現在、担任

プラス 1の定数である

のが、さらに増えるこ

ともあると聞いたが、

長浜市ではどうか。増

員分を「35人以下学

級」実現のために充て

ることでカロ配がなくな

るとい うことはなVIの

か。

教員定数は、県教育委員会と市教育委員会との

間で、学級数に応じて定数配分がなされている。

寺た、加配措置については、定数とは別に行われ

ているもので、例えば、生徒指導上の加配や外国ト

人の子どもが多い学校に配置される加配など、日

的に従つて加配が配置されているため、今回の法

改正に伴つて、現在の定数よりも増えるというこ

とは、原貝J的 にはないと認識していう。

教育長 教育指導

課

高山 亨 小学校低学年につい

ては、丁寧な少人数指

本市は、学級の状況に応 じて、小学校 1年より

支援員を配置するなど、柔軟に対応 してきた。今

教育長 教育指導

課
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導等が必要だとの認識

から、これまでに複数

の教員配置などの取組

がされている。この際、

さらなる少人数学級を

低学年から進めるべき

ではないかと思うが、

その見解を問う。

後も国や県の状況を注視しながら、引き続きこの

ような施策を、臨機応変に進めていきたいと考え

ている。

また、 ICT機器も導入されるので、活用を工

夫するとともに、少人数指導の活用も併用しなが

ら、効果的な学び、学習成果につなげ、「個別最適

な学び」と、新学習指導要領の基本理念である「協

働的な学び」の実現を目指していきたいと考えて

ヤヽる。 i

車野 豊 国が示 した部活動改

革の考え方の中に、都

活動は必ずしも教師が

担 う必要のない業務で

あり、休 日に教師が部

活動の指導に携わる必

要がない環境を構築 し

ていくとある。

令和 5年度から段階

的に実施 していくよう

であるが、教育委員会

としての考え方を問

う。

昨年 9月 に国が示した部活動改革の考え方は、

学校の働き方改革の観点から、学校部活動から地

域都活動⌒の段階的な移行を推進し、教職員の負

担軽減の実現を目指すというものである。

本市においても、少子高齢化の影響が大きい地

域の学校では、自校だけでの団体競技の実施が困

難になっているケースもあり、他校生徒との合同

活動も含めた地域部活動の推進は、教職員の負担

軽減とあわせて、多様な生徒が活躍できる場の確

保という面でも有効であろうと考えられる。

しかしながら、部活動は学校教育の一環であり、

豊かな人間性を実現する役割を担うものであるた

めて学校との関係が密接なことから、今般の改革

方針には様々な課題があるものと認識している。

このため本市としてはヽ国が示す方向性を重ん

じながら、生徒にとつて、そして教職員にとって

も望ましい部活動となるよう、十必要なところから

進めていけるよう、学校と地域が協働 。融合した

新たな部活動の在り方について、今後、学校運営

協議会や地域の活動団体などと連携して慎重に検

討を進めていく必要があると考えている。

教育長 すこやか

教育推進

課

草野 豊 休 日における地域の

スポーツ・文化活動を

実施できる環境の整備

を図るとしているが、

具体的な対処方法を問

う。

このような部活動の改革に従い、休日において

部活動を地域の活動として実施できる環境の整備

については、家庭や地域の協力と理解のもと、ど

のような取組が具体的にできるのか、関係機関や

地域の各種団体などと協議を重ねながら、同時に

課題も把握しながら慎重に取り組んでいきたいと

考えている。

教育長 すこやか

教育推進

課

(再開)他県では、学

校にクラブがなVヾがス

ポーツ団体に所属して

いる生徒や、学校にク

平成 28年度から現在まで市内の中学校では8

校で 10の部活が廃止又は活動休止している。

義務教育の平等性の観点から、全ての学校で現

在ある数の部活動を維持するのは、今後、困難と

教育長 すこやか

教育推進

課

一
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ラブがあつても人数が

足 りないような生徒を

集めて大会に出場して

いると聞いた。

このような対応も可

能と考えるが、このこ

とも踏まえ、再度自校

だけでクラブ活動がで

きない状況について問

う。   ィ

なることが想定される。

一つの選択肢として、学校外の団体に所属して

いる生徒もいると聞いている。

学校に部活動とい う教育活動が存続する以上、

活動の場を保障するのは教育委員会の責務である

と認識している。ただ、一校でその活動が困難と

なつた場合は部活動の拠点化を図る必要があると

考えている。

具体的には、ある学校で陸上の専門家による指

導を行い、希望すれば陸上部のない学校の生徒が

参加することができるというものであるが、これ

については現場の生徒の考えも聞く必要がある。

数年前、県教委から、朝練習はくヽつめて、土日の

うち‐日は部活動を休むという指示があつた時

に、各校入出向き部活動のキャプテン等から話を

聞いた。ある吹奏楽部の部長が涙ながらに「土日

両日とも部活動をさせてほしい。楽器の上達は練

習量に比例する。」と訴えていたのが、特に印象的

であった。このことから、一律の判断とせず、保

護者や生徒の意見を十分F耳耳いたうえで学校長が判

断することとした。

長浜市の場合く部活動を維持する困難性もある

ことから、国が地域の活動として残していくとい

うことであれば、学校には部活動という教育活動

が存在しないということになる。学校に部活動を

残すという意向であれば長浜市に合つた形をいろ

いろな角度からいろいろな方々の意見をいただく

中で作り上げていきたい。

|

(再々問)すでに、各

校のクラブの有無に関

わらず、参加希望者を

集めて大会に出場しヽ

好成績を収めていると

ころがあると聞いてい

る。

令和 5年度 といわず

今からでもスポーツク

ラブと連携はできない

か。

今ほどの回答は、スポーンクラブとの連携とい

うことではない。学校に拠点校を設けた学校間の

連携で部活動の再編を検討したいということであ

る。

これについては、スピー ド感が大切で早急に措

置が必要な地域において令和 3年度 I睾具体的な検

討に政り組んでいきたいと考えている。

教育長 すこやか

教育推進

課

草野 豊 地域で活躍 している

スポーツクラブ、芸術

学校や地域が協働・融合した新たな部活動の実

現を図るためには、特に休日の部活動実施等に関

教育長 すこやか

教育推進
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文化団体等が部活動を

担って、支えていく事

になるのではないかと

考えている。

スポーツクラブ、芸

術文化団体等の現状と

課題を把握 し、今後の

育成等にどう対処され

るのか問う。

して(担い手となる地域のスポーツクラブや芸術

文化団体等との連携が重要だと考えている。

このため、各種団体における現状と課題、今後

の育成等についても、どのような協働のもとに取

紅ができるのかを模索しながら、関係団体と協働

し協議する段階から取り組んでいきたいと考えて

いる。

(再問)ス ポーツクラ

ブの指導者は比較的若

く、選手の人数確保が

必要だと考える。

伝統文化は、指導者

は高齢の方々が多く、

生徒が一人でも指導が

可能だと考える。

各種団体の育成につ

いてもう少 し踏み込ん

だ考え方を問う。

教育委員会の立場として、育成という点で積極

的な手立ては持ち合わせていない。中学校という

現場を考えれば、部活動の存在意義や生徒の思考

から考えると競技性を中心とした取組のみではな

いと思う。

例えば、私の現役時代の同僚で、学生時代は体

操部に所属していたが、、10年間女子ソフトボー

ル部の顧間を務め、全国優勝した者もいた。専門

性があるに越したことはないが、常に生徒と共に

汗や戻を流す、そこに中学校の都活動の意義 。価

値があると考える。

そういうところで、スポーツクラブや芸術文化

団体関係者わ方々、学校運営協議会等、学校へ関

わるたくさんの方々の意見を伺うていくことが必

要と考える。

すこやか

教育推進

課

現在多くの大会が開

催 されている。

部活動を地域で担 う

となつた場合の引率に

ついて問う。

地域で部活動を担 うといった場合の生徒の引率

については、参加する大会の規定により、́学校主

体の部活動として参加 していくのか、それとも地

域に主体を置いた部活動として参加してするのか

で、引率者は教職員であつたり、地域の指導者で

あつたり様々な形が考えられるとの認識である。

また、複数の学校で行うている共同の部活動の

場合は、複数の学校での教員で組織する場合も考

えられる。

このような点についても現状では様々な課題が

あることも事実である。

引率者にどれだけの責任を持ってもらうことに

なるのかなど、課題も十分整理しながら国・県の

動向を注視していきたいと考えている。

すこやか

教育推進

課

小中学校における校

則が、それぞれの学校

で決められていて、教

校則は、学校が教育目的を実現していく過程に

おいて、児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の

規律として定められており、学校が集団生活の場

教育長

書

色

一
　

〓

186



ゝ

育委員会が関わるもの

ではないと聞いてい

る。基準を明確にしな

いと、不公平と感 じる

人もいると考えるが、

当局の見解を問う。 :

でもあることから、行動の指針として、各学校に

おいて地域や子どもの状況に応じて定めるものと

考えている。

さらに、校則の内容については、児童生徒の実

情、保護者の考え方、地域の状況(社会の常識、

時代の進展などを踏まえたものになつているか、

絶えず積極的に見直すことも必要とされている。

教育委員会としても、本来の趣旨に沿つた導用と

なつているか、児童生徒の人権に配慮したうえで、

校則の運用や見直しについて、各学校に点検を促

していきたいと考えている。

(再問)教育委員会は

各校の校則について知

らないと聞いた。校則

の内容に対して介入す

るという意味ではな

く、まず知ちているこ

とが大事だと思 う。今

の答弁から、教育長は

各校の校則について知

つていると受け取れた

が、それで正しいか問

う。

学校の管理計画の中に、学校生活における留意

点等に記載されている部分もあるので、それを通

じて把握はできる。わ今回市内学校の生活■9決ま

り、約束事全てに目を通した。教育委員会も必要

に応じて校長会等を通じて点検をしていくべきだ

という認識である。

教育長 教育指導

課

(再々問)校則を見直

す という形で考えてい

ただけるならば、校則

は理不尽なものではな

く、意味があると示 し

ていただきたいが、教

育長の見解を問 う。

会と考える。校則が理不尽だと思うのならば、与

えられる・誰かが考え何とかしてくれるという消

極的な姿勢ではなく、保護者・坤域・

“

の学ぃは

どうなのかと多角的な意見を集めて、自分たちで

学校に問題を提起していける機会の提供をぜひ学

校にもお原買いしたい。例えば女子もスラックス芦

用可など(生徒の自主的な活動を促すこと、選択

の幅を広げることが必要であるという認識であ

る。

生徒会活動は、主権者教育につながる絶好の機 教育長 教育指導

課

藤井 登 持病を持つ家族のた

めに新型コロナウイル

ス感染症を防ぐ目的

で、登校 していない子

どもがいるとい う話を

聞いた。自主体校につ

いて当局の見解を問

う。

新型コロナタイルス感染症にかかわつて、保健

所や病院からの指示はないが、感染の影響を心配

して自主的に休んだ児童生徒は、この一年間市内

のほとんどの学校で見られた。そういつた児童生

徒に対しては、電話連絡をとるとともに、家庭訪

問や、再度登校を開始したときの補習や面談など

の対応・支援を行つており、現在は、そういつた

事案は把握していない。

教育長 教育指導

課
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今後もこのような状況があることも予想される

ので、個々の子どもの状態に応 じて、関係機関や

カウンセラーなどの専門家との連携も含めて、引

き続き、安全安心な学校生活が送れるよう、対応

していきたいと考えている。

(再問)予測しなかっ

たことが突然起こった

時の対応を教訓として

しつかり持つことが大

切だと考える。意見が

あればもう少 し説明い

ただきたい。

昨年の 4月 から6月 頃は、社会的にパニック状

態であったと認識している。子どもの意思ではな

く保護者の意思で登校を見合わせるケースもあつ

た。登校 している子とそうでない子、両者の立場

に寄り添 う姿勢で教員が対応することが大切であ

る。市内総合病院の院長から、「学校が感染症予防

のキ‐である。学校できちんとやって家に持ち帰

ると、家庭の中で波及効果が表れるЬ」
:と

言われて

いた。感染拡大も想定 して、今後も気をひきしめ

て対応 していきたぃと考えている。

教育長 教育指導

課

藤井 登 中央教育審議会は、

専門性が高い教員が児

童一人ひとりの学習の

習熟度に応じて指導で

きるよう、令和4年度

を目途に小学校 5・ 6

年生の授業を対象とし

て、中学校のように教

科ごとに専門の教員が

教える「教科担任制」

を本格的に導入するよ

う求めている。 ・

学力向上・働き方改

革に沿つていると考え

るが、本市の見解を問

う。

現在、本市では、担任外の教員が専科指導とし

て、書写、算数、理科、音楽、家庭科などの教科

指導に取 り組んでいる学校がある。

そうぃつた学校からは、学力向上面では、「専門

的な指導を受けることで、児童の学習意欲が高ま

つた」「専門的な立場から、子どもたちに即した教

材づくり、授業構成がなされ、児童の理解が深ま

つた」などの声が寄せ られている。

さらに、「空き時間ができることでより効果的で

深い教材研究を行 う余裕が生まれた」など、学級

担任の働き方改革に繋がる効果が見られて―いる。

今後は、国や県の動向を注視 しながらて国や県

の方針に沿つて、よリー層推進していきたいと考

えている。

教育長 教育指導

課

藤井 登 コロナ禍における教

育実習生の受け入れ

は、教育現場にとつて

も学生にとつても、非

常に困難を伴 うと考え

られる。

しかし、コ耳ナ禍だ

からこそ、先生や学生

にとつてもお互い得る

ものがたくさんあるよ

今年度は、コロナ禍の影響により、期間の変更

を余儀なくされた教育実習生もいたようだが、大

学や受入れ校の協力により、市内小中義務教育学

校で 52人の教育実習生を受け入れることができ

た。

学校現場では、授業時間を削減したり、児童生

徒との接触を少なくしたりするなど、例年よりも

制限の多い実習となつたが、実習生からは「今ま

で自分が経験したことのないような学校生活の中

での実習となったが、さらに教員になりたいとい

教育長 教育指導

課
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うに思えるが、当局の

見解を問う。

う意欲が高まつた」という感想も聞かれた。大変

な状況にあつても、教員を目指したいという実習

生の熱意が感じられ、新しい生活様式の中で、た

いへん有意義な教育実習が行えたと受入れ校から

は、聞いている。             
′

教員採用試験の倍率低下が懸念される昨今だ

が、一人でも多くの熱意あふれる教員志望を持つ

学生の思いに応えていけるよう、学生を受入れる

学校と共に教育実習の充実になお一層取り組んで

いく。

藤井 登 「1日 10時間、ゲ

エムした」「自分ではコ

ン トロールできないか

ら親に止めてほしい」

と話す子どもたちがい

ると家庭だけではどう

しようもできない状況

になっているケエスも

あると聞いているが、

当局の見解を問う。

パソコンや不マと卜7オ ン、タブレット等の情

報機器が子どもたちの身近なものとなり、インタ

▼ネットを利用してゲームをしたり動画を見たり

する機会が大変多くなっている予兄代社会の中で、

子どもたちがネット依存に陥らないように、情報

こラル教育等の充実ほ(本市においても重要な課

題の一つと認識しているところである。

すでに、各学校では情報モラブレ教育等を行つて

いるところだが、本年4月 よりGIGAス クール

構想における一人二台端末てまた大型提示装置等

のICT機器、教育環境が整った上での学習が展

開される。この時期に、情報モラル教育の更なる

充実を図つていく必要があると考えている。

今後も各家庭や地域への啓薬のための研修を推

進するとともに、教育委員会からtュ 、各学校にお

いて効果的な指導や研修が行われるよう、文部科

学省や各種団体が作成している教材等の情報提供

に努めていく。

教育長 教育指導

課

(再問)ネ ット依存だ

と訴えられる人に対 し

ては対応ができるが、

発信できない保護者や

児童生徒に気が付ける

手だてを何か準備 して

いるか。

子どもたちがネット依存であるという前に、保

護者自身もネット依存のような状態ではないか。

教育委員会事務局の窓口で、手続き中に子どもに

スマホのゲームやアプ )を見せているのは、そん

なに珍しい状況ではない。このような環境も注視

しなければならない。危険なネット環境から子ど

もたちを守る学習は学校等で行うことができる。

しかし、子どもたちだけを変えればそれで解決す

るのか、という視,点で、PTAと連携したり、社

会教育団体の力を借りるなどの取組も必要になつ

てくると考える。

最近読んだ著書の中で、「若者が,さ身を病む状態

になつている原因の一つが、 ICT関連機器の過

教育長 教育指導

月けi鵞

キ

189



度な使用であると抑制する効果が期待できるもの

は運動である」と書いてあり納得させられた。息

め長い取れになるが、このような啓発も含めて続

けていきたい。

子育て世代への支援

に日々取 り′組まれてぃ

るが、まだまだ働きた

いけど働けない保護者

の声を多く聞く。来年

度も「みんなで支える

子育て応援プロジェク

ト」を掲げで取 り組ま

れるが、保育士等の人

材確保について今後の

見通しを問う。

本市では、保育人材の確保に向けた就職及び定

着支援や処遇改善の推進と待機児童ゼロを総合計

画の重点プロジェク トである「みんなで支える子

育て応援プロジェク ト」に位置付け取り組んでい

る。保育士確保対策としては、平成 30年度から、

奨学金の返還支援〔居住支援、再就職応援金の 3

つの支援金制度を実施 し、これまで延べ40人が

利用 している。            
′

また、保育士業務の魅力発信や支援金制度など

のPR動画の配信、京阪神の大学や近隣高校への

訪問争により新たな保育人材の発掘と確保に努め

ている。

さらに、国業務のスリ小化や効率化などの業務

改善や意識改革を進め、将来にわたって人材を安

定的に確保できるよう、園職員で構成した業務改

善ワーキングチームで協議をすすめており、その

一環として、保育業務支援システムの導入にも取

り組んでいる。           |
今後も、働きやすい職場環境を整備し、保育人

材の確保とともに、保育の質の向上に努めていく。

教育長 幼児課

(再問)保育士確保に

ついていろいろな施策

を行つているが(再就

職応援金はすぐに効果

がある施策といえる。

待機児童ゼロを実現す

るために、当該施策を

もつとPRできない

か。あわせて、待機児

童ゼロヘの想いを問

う。

待機児童については、令和 2年度より減少する

見込みである。

再就職応援金は、非常に大事な施策であり、ど

ういう方法が一番効果的なのか考えなければなら

なぃ。現在園で勤務されている方においても、引

き続き勤務を希望される方がたくさんいる一方

で、勤務時間帯によっては、条件面で折 り合わな

いケースもある。そのあたりは、教育委員会事務

局内部で協議を重ね、改善していきたい。

待機児童問題への意気込みということについて

は、言 うまでもなく「待機児童なし」というのが

当然の目標である。職員一九となって、今後も取

り組んでいきたい。

教育長 幼児課
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